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じ

め

に

北
貌
内
刺
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
に
到
す
る
若
干
の
私
見

内
朝
に
関
わ
る
比
較
史
の
試
論
|
|
北
貌
と
倭
園
、
お
よ
び
漢
|
|

わ

り

に

1 

は

じ

め

筆
者
が
北
貌
の
内
朝
に
つ
い
て
の
拙
論
を
は
じ
め
て
護
表
し
た
の
は
か
な
り
以
前
の
こ
と
に
属
す
る
。
こ
の
内
朝
の
研
究
は
、
筆
者
が
そ
れ

(
2
)
 

ま
で
に
考
察
し
て
い
た
北
貌
に
お
け
る
部
族
解
散
の
展
開
と
し
て
追
求
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
族
解
散
、
内
朝
に
つ
い
て
の
研
究
の
大

195 

要
は
、
北
貌
道
武
帝
に
よ
る
部
族
解
散
は
、
部
族
制
度
を
廃
止
し
て
奮
部
民
個
々
を
皇
帝
へ
直
属
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ま
で
諸
部
族
長
が
部
民
に
封
し
て
保
有
し
て
い
た
統
帥
権
を
皇
帝
へ
集
中
す
る
こ
と
、
お
よ
び
諸
部
族
民
の
移
動
を
禁
じ
定
居
化
せ
し
め
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る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
部
族
制
度
の
全
面
的
解
瞳
と
い
う
意
味
で
の
「
解
散
」
は
、
這
武
帝
時
代
以
降
の
推
移
を
受
け
て
賓
行
さ
れ
た
孝

(
3
)
 

丈
帝
に
よ
る
改
革
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
た
も
の
で
、
ま
た
内
朝
は
そ
う
し
た
部
族
制
度
の
い
わ
ば
上
部
構
造
の
一
組
織
と
し
て
の

性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
孝
文
帝
に
よ
る
内
朝
の
廃
止
は
西
郊
祭
天
の
廃
止
な
ど
と
と
も
に
そ
の
改
革
の
一
環
を
な
す
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
こ
う
し
た
私
見
の
う
ち
の
、
遁
武
帝
期
の
部
族
解
散
に
つ
い
て
の
理
解
は
、

(
4
)
 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
お
よ
そ
大
方
の
賛
同
を
得
て
、
今
日
に
至
っ
て

一
方
、
内
朝
に
つ
い
て
の
理
解
も
、
お
お
よ
そ
大
方
の
賛
同
を
得
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
そ
れ
を
胡
族
(
鮮

(
5
)
 

卑
)
・
北
族
に
よ
る
中
園
支
配
の
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
と
ら
え
た
私
見
に
封
し
、
内
朝
を
後
宮
と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
、
胡
族
・
漢
族
の

(
6
)
 

相
剖
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
理
解
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
見
解
に
釘
す
る
若
干
の
私
見
を
述
べ
よ

λ
ノ
〉
}
固
い
、
つ
。

2 

ま
た
、
筆
者
が
か
つ
て
部
族
解
散
、
内
朝
に
つ
い
て
論
じ
た
基
底
に
は
、
大
興
安
嶺
北
方
に
設
し
た
鮮
卑
は
、
長
い
南
下
の
過
程
を
経
て
北

(
7
)
 

貌
を
建
園
、
遂
に
は
華
北
を
統
一
す
る
に
到
る
が
、
そ
の
国
家
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
か
、
と
す
る
圃
家
論
に
か
か
わ
る

問
題
意
識
が
あ
っ
た
。
孝
丈
帝
に
よ
る
諸
改
革
前
後
に
お
け
る
北
貌
の
政
瞳
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
北
貌
前
期
の
非
漢
族
的
園
家
と
北
貌
後

期
の
中
国
王
朝
化
を
遂
げ
た
国
家
と
の
相
遣
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
方
に
護
し
た
鮮
卑
が
、
旬
奴
な
ど
と
の
融
合
を
経
て
代
園
、
北
貌
を

建
国
す
る
に
到
る
過
程
は
、
拓
政
鮮
卑
に
よ
る
園
家
建
設
・
展
開
の
歴
史
と
し
て
連
績
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
北
貌
前
期

の
園
家
と
孝
丈
帝
改
革
以
降
の
園
家
と
の
聞
に
は
、
前
者
が
濃
厚
に
北
方
的
瞳
制
、
賓
態
を
保
持
し
た
固
家
で
あ
り
、
後
者
が
胡
漢
融
合
の
度

合
い
を
強
め
た
中
園
的
中
原
王
朝
で
あ
る
と
い
う
賄
で
、
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
孝
丈
帝
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
漢
化
政

策
」
(
こ
の
と
き
の
改
革
が
字
義
通
り
の
漢
化
政
策
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
歴
史
的
意
義
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
が
い
一
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
と
い
え
よ
う
が
、
筆
者
の
問
題
音
山
識
は
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
北
現
前
期
園
家

と
後
期
園
家
と
を
、
園
家
論
の
立
場
か
ら
考
え
た
際
ど
の
よ
う
に
接
合
で
き
る
の
か
と
い
う
貼
に
あ
っ
た
。



い
わ
ゆ
る
漢
化
論
、
同
化
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
北
貌
前
期
国
家
は
、
孝
丈
帝
の
改
革
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
中
原
の
正
統
王
朝
と
い
う
普

遁
国
家
へ
と
な
り
え
た
と
す
る
理
解
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
北
貌
前
期
国
家
と
は
、
後
期
固
家
へ
と
行

き
着
く
「
過
程
」
の
国
家
で
あ
り
、
孝
文
帝
改
革
前
か
ら
進
行
し
て
い
た
「
漠
化
」
に
よ
っ
て
そ
の
主
瞳
性
を
喪
失
し
た
、
あ
る
い
は
し
つ
つ

あ
っ
た
園
家
と
い
う
理
解
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
そ
う
し
た
方
向
性
を
確
認
し
つ
つ
も
「
漢
化
」
と
は
別
の
方
向
性
を
持
つ

た
事
象
の
存
在
す
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
北
貌
前
期
国
家
は
、
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
拓
蹴
鮮
卑
の
展
開
の
踊
結

と
し
て
形
成
さ
れ
た
固
家
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
過
程
」
の
園
家
と
し
て
で
は
な
く
、
八
部
制
度
に
基
づ
く
「
部
」
樫
制
固
家
と
し
て
も
把

(
9
)
 

握
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

征
服
王
朝
と
呼
稽
さ
れ
る
遼
金
元
清
の
場
合
、
そ
の
持
つ
北
ア
ジ
ア
的
性
格
は
、
中
国
と
の
封
比
の
上
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
北

貌
の
場
合
、
所
謂
浸
透
王
朝
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
北
貌
前
期
固
家
の
理
解
に
一
定
の
偏
り
を
生
ん
で
き
た
よ
う

で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
と
は
別
の
↓
幅
酷
か
ら
、
か
つ
北
貌
前
期
国
家
と
北
貌
後
期
園
家
と
を
断
絶
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
な
く
、
北
ア
ジ

3 

に
も
思
わ
れ
る
。

ァ
、
東
ア
ジ
ア
史
杢
瞳
の
中
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
で
は
右
で
取
り
上
げ
た
内
朝
に
か
か
わ
る
問
題
、
あ
る
い
は
圃
家
論
に
関
わ
る
問
題
を
、
北
貌
の
場
合
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
比
較
史
の
観
貼
か
ら
も
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
日
本
に
お
け
る
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
銭
創
銘
、
お
よ
び
船
山
古
墳
出
土
の
銭
万
銘
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ま

で
数
多
く
の
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
「
朝
廷
」
の
用
語
を
「
内
廷
」
、
「
外
朝
」
の
略
語
と
し
て
、
稲
荷
山
銭

(
川
)

剣
銘
が
記
さ
れ
た
安
東
大
将
軍
倭
王
武
の
段
階
に
は
宮
中
の
み
な
ら
ず
官
人
組
織
を
含
む
府
中
も
整
備
さ
れ
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
稲
荷
山

197 

銭
剣
銘
、

お
よ
び
船
山
銭
万
銘
に
見
え
る
杖
刀
人
、
典
曹
人
は
そ
う
し
た
、
内
廷
、
外
朝
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
と
の
疑
問
が
生
じ
る
が
、
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そ
れ
に
封
し
て
は
、
杖
刀
人
は
内
廷
に
、
典
曹
人
は
外
朝
に
そ
れ
ぞ
れ
属
し
た
と
の
理
解
が
存
在
す
る
。

一
方
、
同
時
代
の
華
北
に
あ
っ
た
北
貌
で
は
役
所
で
丈
書
を
扱
う
文
書
の
吏
を
比
徳
異
と
い
い
、
衣
服
を
捨
う
人
を
撲
大
異
と
い
い
、
兵
器

(
は
)

を
帯
ぴ
た
人
を
胡
洛
異
と
い
い
、
通
語
を
乞
高
員
な
ど
と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
見
え
る
「
異
」
は
鮮
卑
語
で
、
日
本
語
の
「
ひ
と
」
を
意

(

N

H

)

(

日
)

味
す
る
語
で
あ
り
、
例
え
ば
こ
こ
に
見
え
る
比
徳
員
は
ピ
テ
ィ
グ
チ
を
、
胡
洛
員
は
コ
ル
チ
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
つ
て
こ

(
凶
)

の
よ
う
な
貼
に
注
目
し
筆
者
は
、
倭
園
の
園
制
と
北
貌
の
固
制
と
の
展
開
過
程
に
お
け
る
類
似
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
貼
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
考
察
し
、
所
謂
「
初
期
固
家
」
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
朕
況
な
ど
を
も
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
上
述
の
よ
う
な
類
似
の
も
つ
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
究
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

以
上
、
「
北
貌
内
朝
再
論
|
|
比
較
史
の
観
酷
か
ら
見
た
|
|
」
と
題
し
、
本
小
論
を
草
す
る
所
以
で
あ
る
。

北
説
内
朝
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
に
釘
す
る
若
干
の
私
見

4 

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
所
謂
内
朝
を
胡
族
・
北
族
に
よ
る
中
園
支
配
の
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
と
ら
え
た
私
見
に
封
し
、
後
宮
と

の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
、

さ
ら
に
そ
れ
を
胡
族
・
漢
族
の
相
魁
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
近
年
の
研
究
動
向
が
あ
る
。
こ

う
し
た
動
向
は
、
五
胡
十
六
固
・
北
朝
時
代
に
お
け
る
政
治
的
事
象
を
胡
族
と
漢
族
と
の
封
立
と
の
み
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
雨
者
の
関

係
を
相
封
化
、
相
補
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
し
、
首
該
時
代
理
解
の
再
構
築
を
目
指
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
白

身
も
、
そ
う
し
た
立
場
に
立
つ
研
究
者
の
諸
見
解
に
啓
鼓
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
が
、

し
か
し
ま
た
、
筆
者
も
こ
れ
ま
で
五
胡
十
六
園
・

(
げ
)

北
朝
時
代
の
歴
史
展
開
を
嘗
初
の
き
わ
め
て
激
し
い
封
立
か
ら
融
合
・
融
和
へ
と
展
開
し
た
と
理
解
す
る
立
場
を
表
明
し
て
も
き
た
。
つ
ま
り
、

胡
漢
の
封
立
を
首
該
時
代
を
一
貫
し
て
規
定
し
た
第
一
の
要
因
と
考
え
る
立
場
に
は
嘗
初
か
ら
立
つ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
所
謂
「
相
封

化
」
の
立
場
白
瞳
が
全
瞳
と
し
て
ど
の
よ
う
な
理
論
の
護
展
を
求
め
て
表
明
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
、

い
ま
ひ
と
つ
把
握
で
き
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
筆
者
の
こ
う
し
た
、
近
年
の
研
究
状
況
に
釘
す
る
把
握
そ
の
も
の
が
誤
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
上
述
の
事
柄
は
論
ず



る
に
値
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
所
謂
内
朝
を
胡
漢
の
問
題
か
ら
離
れ
、
後
宮
と
の
閲
連
に
集
中
し
て
把
握
す
る
貼
に
は
や
や
賛
同
し
が
た
い

と
こ
ろ
も
あ
る
。

そ
の
理
由
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

『
元
史
」
巻
九
九
、
兵
志
二
に
、
元
代
の
宿
衛
に
つ
い
て
述
べ
、

ケ
ソ
J

ク

凡
そ
怯
醇
長
の
子
孫
、
或
い
は
天
子
の
親
信
せ
る
所
に
由
り
、
或
い
は
宰
相
の
薦
奉
せ
る
所
に
由
り
、
或
い
は
其
の
次
序
の
首
に
矯
る
べ

き
所
を
以
て
、
即
ち
其
の
職
を
襲
ぎ
、
以
て
環
衛
を
掌
る
。
其
の
官
、
卑
に
し
て
論
ず
る
こ
と
な
き
と
難
も
、
年
労
既
に
久
し
き
に
及
ば

ば
、
則
ち
遂
に
擢
ん
で
て
一
品
官
と
属
す
。
而
し
て
四
怯
酵
の
長
は
、
天
子
或
い
は
ま
た
大
臣
に
命
じ
て
以
て
之
を
総
べ
し
め
、
然
も
常

に
は
設
け
ざ
る
な
り
。
其
の
官
、
怯
醇
の
職
に
預
か
り
、
禁
近
に
居
る
者
は
、
冠
服
、
弓
矢
、
食
飲
、
丈
史
、
車
馬
、
塵
帳
、
府
庫
、
醤

薬
、
卜
覗
の
事
を
分
ち
て
悉
く
世
々
之
を
守
る
。
才
能
を
以
て
任
を
受
け
、
官
政
に
服
し
、
貴
盛
の
極
と
雌
も
、
然
も
一
日
踊
り
て
内
庭

に
至
ら
ば
、
則
ち
其
の
事
を
執
る
こ
と
故
の
如
く
、
子
孫
に
至
る
も
改
む
る
こ
と
無
し
。
甚
だ
親
信
せ
ら
る
る
に
非
ず
ん
ば
、
預
か
る
こ

と
を
得
ざ
る
な
り
。
其
の
怯
醇
執
事
の
名
、
則
ち
弓
矢
、
鷹
隼
の
事
を
主
る
者
、
火
見
赤
、
昔
賓
赤
、
怯
憐
赤
と
日
、
っ
。
聖
旨
を
書
寓
せ

る
も
の
、
札
里
赤
と
日
う
。
天
子
の
矯
に
丈
史
を
主
る
者
、
必
閤
赤
と
目
、
っ
。
親
し
く
烹
任
し
以
て
飲
食
を
奉
り
上
す
者
、
博
か
赤
と
日

5 

ぅ
。
上
に
侍
り
万
及
び
弓
矢
を
帯
ぶ
者
、
云
都
赤
、
閲
端
赤
と
日
う
。
司
閣
の
者
、
八
刺
恰
赤
と
日
う
。
掌
酒
の
者
、
矢
口
刺
赤
と
日
う
。

車
馬
を
典
る
者
、
冗
刺
赤
、
莫
倫
赤
と
日
う
。
内
府
に
て
衣
服
を
向
供
せ
る
を
掌
る
者
、
連
古
児
赤
と
日
う
。
賠
駐
を
牧
す
者
、
帖
委
赤

と
日
う
。
羊
を
牧
す
者
、
火
体
赤
と
日
、
っ
。
捕
盗
の
者
、
忽
刺
四
干
赤
と
日
う
。
撲
を
奏
す
者
、
虎
見
赤
と
日
う
。
ま
た
忠
勇
の
士
を
名
づ

け
て
覇
都
魯
と
日
う
。
勇
敢
無
敵
の
士
を
抜
突
と
日
う
。
其
の
名
類
、
蓋
し
一
な
ら
ず
。
然
れ
ど
も
皆
な
天
子
の
左
右
に
て
服
労
侍
従
執

事
せ
る
の
人
な
り
。
其
の
香
を
分
ち
更
ご
も
直
す
こ
と
も
亦
、
四
怯
醇
の
制
の
如
く
に
し
て
、
怯
醇
の
長
に
領
せ
ら
る
。(

国
)

と
あ
り
、
一
冗
代
の
所
謂
ケ
シ
ク
(
怯
醇
)
に
つ
い
て
惇
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
は
元
の
後
の
清
代
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
従
前

(

刊

日

)

の
拙
論
で
若
干
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
れ
と
類
似
の
制
度
が
北
貌
に
あ
っ
て
も
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
以
下
の
よ

199 
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う
な
理
由
に
よ
る
。

①
 
「
貌
童
日
」
巻
一
一
一
一
一
官
氏
志
に
、

建
園
二
年
(
一
一
三
九
)
、
初
め
て
左
右
近
侍
の
職
を
置
く
。
常
員
無
し
。
或
い
は
百
も
て
敷
う
る
に
至
る
。
禁
中
に
侍
直
し
、
詔
命
を
惇
宣

す
。
皆
な
諸
部
大
人
、
及
び
豪
族
良
家
の
子
弟
に
し
て
儀
貌
端
最
、
機
詩
才
幹
な
る
者
を
取
り
て
選
に
陸
ぜ
し
む
。

と
あ
り
、
代
固
の
時
代
に
左
右
に
侍
直
す
る
、
ケ
シ
ク
の
如
き
近
侍
官
の
設
置
が
み
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
う
し
た
官
が
「
貌
書
』
な
ど
の

個
々
の
事
例
か
ら
、
引
き
績
き
北
説
の
時
代
に
も
康
範
に
存
在
し
た
こ
と
。
ま
た
、
『
貌
主
日
』
巻
一
一
一
一
一
官
氏
志
、
太
組
這
武
帝
、
天
賜
四
年

(四
O
七
)
五
月
の
僚
に
、

侍
官
を
増
置
す
。
左
右
に
侍
直
し
詔
命
を
出
内
せ
し
む
。
八
園
良
家
、
代
郡
、
上
谷
、
一
度
寧
、
雁
門
四
郡
民
中
よ
り
年
長
に
し
て
器
望
有

る
者
を
取
り
て
之
に
充
つ
。

② 

『
南
斉
童
日
』
巻
五
七
貌
虜
停
に
、
北
貌
官
制
の
一
端
を
停
え
て
、

6 

(
初
)

と
あ
る
が
、
そ
れ
ら
侍
官
は
禁
中
、
或
い
は
左
右
に
宿
直
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

圏
中
、
内
左
右
を
呼
び
て
直
異
と
矯
し
、
外
左
右
を
烏
倭
異
と
矯
し
、
曹
局
文
書
の
吏
を
比
徳
異
と
矯
し
、
権
衣
の
人
を
撲
大
異
と
矯
し
、

帯
杖
人
を
胡
洛
員
と
矯
し
、
通
事
の
人
を
乞
寓
員
と
話
す
。
:
:
:

(

む

)

(

幻

)

と
あ
る
こ
と
。
こ
こ
に
見
え
る
比
徳
異
は
ピ
テ
ィ
グ
チ
、
胡
洛
異
は
コ
ル
チ
の
音
諜
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
前
引
の

(
お
)

に
、
そ
れ
ぞ
れ
ケ
シ
ク
官
と
し
て
名
の
見
え
る
、
必
闇
赤
、
火
児
赤
と
連
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

「
元
史
』

の
記
事

③ 

『
貌
主
目
』
巻
四
八
高
允
停
に
、
北
貌
四
代
高
宗
丈
成
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
高
宗
が
、

二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
中
書
侍
郎
で
あ

っ
た
漢
族
出
身
の
高
允
の
忠
勤
ぶ
り
を
稽
え
、
同
時
に
群
臣
の
不
甲
斐
な
さ
を
叱
責
し
た
こ
と
を
惇
え
て
、

高
宗
省
み
て
群
臣
に
謂
い
て
日
く
、
:
:
:
高
允
の
如
き
に
至
り
で
は
、
員
に
忠
臣
な
り
。
股
に
是
非
あ
れ
ば
、
常
に
正
言
面
論
し
、
股
の

聞
く
を
印
刷
治
ま
ざ
る
と
こ
ろ
に
至
る
。
皆
な
侃
侃
と
し
て
言
説
し
、
避
就
す
る
所
無
し
。
除
、
其
の
過
ち
を
聞
く
も
、
天
下
其
の
諌
む
る
を



知
ら
ず
。
山
豆
に
忠
な
ら
ざ
る
か
。
汝
等
左
右
に
在
り
て
、
曾
て
一
正
言
も
聞
せ
ず
。
但
だ
朕
の
喜
時
を
伺
い
、
官
を
求
め
職
を
乞
う
の
み
。

汝
ら
弓
万
を
把
り
て
朕
の
左
右
に
侍
る
。
徒
ら
に
立
労
の
み
な
る
に
、
皆
な
公
王
に
至
る
。
此
の
人
、
筆
を
把
り
て
我
が
園
家
を
匡
う
も

作
郎
に
過
ぎ
ず
。
汝
ら
自
ら
塊
じ
ざ
る
か
。

と
あ
り
、
そ
こ
に
「
弓
刀
を
把
り
て
股
の
左
右
に
侍
る
(
把
弓
万
侍
股
左
右
)
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
内
朝
武
官
と
し
て
天
子
の
左
右
に
侍
り
、

「
た
だ
立
っ
て
い
る
の
み
で
(
立
労
)
王
公
と
な
る
」
と
し
て
皇
帝
か
ら
批
判
を
浴
び
た
人
々
が
い
た
こ
と
。
昔
時
そ
れ
に
該
首
す
る
も
の
は

鮮
卑
を
中
心
と
し
た
北
族
で
あ
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
お
)

北
貌
に
は
か
つ
て
拙
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
内
朝
」
と
い
う
用
語
が
存
在
し
た
。
こ
れ
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
、
用
語
例
が
二
例

(
お
)

の
み
で
あ
り
、
ま
た
北
貌
初
の
史
料
の
み
で
あ
る
た
め
、
そ
の
全
瞳
像
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
を
と
も
な
う
が
、
か
つ
て
筆
者
は
そ
れ
を
侍

官
、
お
よ
び
そ
れ
に
附
随
し
て
存
在
し
た
組
織
と
し
て
把
握
し
、
北
貌
前
期
の
官
名
に
現
わ
れ
る
「
内
」
、
「
内
行
」
、
「
内
侍
」
な
ど
の
語
に
注

目
し
た
。
た
だ
し
そ
の
貼
に
の
み
注
目
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
三
郎
、
瞳
将
、
中
散
な
ど
の
北
貌
前
期
の
官
名
と
し
て
現
わ
れ
る
濁
特
の
丈
武

7 

官
に
つ
い
て
も
注
目
し
た
。
そ
の
と
き
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
「
内
朝
」
が
昔
時
の
鮮
卑
語
で
何
と
呼
栴
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ

れ
が
所
謂
ケ
シ
ク
的
な
る
も
の
と
ど
の
よ
う
な
閥
係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
未
解
決
な
問
題
と
し
て
蔑
さ
れ
た
。
現
在
に
至
る

も
上
述
の
如
く
史
料
例
が
少
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
問
題
の
全
面
的
な
解
明
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
雨
者
は
重
な
る
部
分
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、

全
く
イ
コ
ー
ル
の
関
係
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
南
巡
碑
な
ど
の
記
述
に
よ
れ
ば
、

(
幻
)

重
層
的
な
構
造
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

そ
れ
が
ケ
シ
ク
的
な
る
も
の
を
中
核
と
し
な
が
ら
、

(
お
)

と
こ
ろ
で
、
先
の
拙
稿
護
表
後
、
内
朝
に
関
わ
る
優
れ
た
論
考
を
護
表
さ
れ
た
佐
藤
賢
氏
は
興
味
深
い
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
氏
の
見
解

に
筆
者
は
多
く
の
酷
で
禅
盆
さ
れ
た
も
の
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
見
解
は
、
北
貌
前
期
の
政
治
を
胡
漢
封
立
の
見
方
か
ら
と
ら
え
る

201 

見
方
を
否
定
、
あ
る
い
は
相
封
化
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
佐
藤
氏
の
研
究
と
相
前
後
し
て
、
こ
れ
も
優
れ
た
研
究
を
護
表
さ
れ
て
来
て
い
る
松
下
憲
一
氏
の
最
近
の
研
究
で
は
、
そ
の
よ
う
な
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(
お
)

立
場
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
い
う
相
封
化
の
立
場
を
北
貌
前
期
の
政
治
史
把
握
に
掻
大
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

筆
者
は
、
五
胡
十
六
園
・
北
朝
史
の
展
開
に
お
い
て
、
そ
の
前
期
に
お
け
る
激
し
い
胡
漢
封
立
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
舟
関
、
存
堅
期

な
ど
の
封
照
的
な
様
相
を
経
な
が
ら
、
緩
慢
に
で
は
あ
る
が
徐
々
に
融
和
の
方
向
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
北
貌
の
孝
丈
帝
改
革
期
以
降
に
な
る

(

山

川

)

と
北
貌
末
の
「
反
動
期
」
を
除
け
ば
、
そ
の
傾
向
を
一
層
強
め
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
孝
丈
帝
改
革
よ
り
前

の
時
代
に
お
い
て
、
胡
漢
の
封
立
が
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
政
治
・
枇
舎
の
有
り
様
を
規
定
す
る
「
大
原
則
」
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
立
場
に
は
や
や
従
い
が
た
い
も
の
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。

佐
藤
氏
は
、
「
南
斉
主
目
』
巻
四
七
王
融
俸
に
、
北
貌
が
南
斉
に
童
日
を
求
め
て
き
た
と
き
の
こ
と
を
惇
え
て
、

虜
の
前
後
奉
使
、
漠
人
を
専
ら
に
せ
ず
、
必
ず
介
す
る
に
旬
奴
(
鮮
卑
)
を
以
て
し
、
諸
々
の
硯
獲
を
備
う
。
且
つ
設
官
分
職
は
、

し、

よ

い
よ
其
の
情
を
見
わ
す
。
奮
苗
を
抑
退
し
、
種
戚
を
扶
任
す
。

8 

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
、

-
(
こ
の
史
料
は
)
胡
漢
の
封
立
闘
係
と
い
う
従
来
的
な
グ
枠
組
み
w

の
中
で
胡
族
の
優
位
性
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
で

は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
上
疏
の
意
圃
は
、
「
典
籍
を
北
貌
に
奥
え
る
こ
と
で
、
中
華
文
明
に
馴
化
さ
せ
、
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
え
」
と
い

う
賠
に
あ
り
、
そ
の
内
容
は
全
睦
的
に
胡
族
に
封
す
る
侮
蔑
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
筆
者
は
些
か
一
面
的
な
印
象
を
受
け
る
と
同

時
に
、
そ
こ
に
恐
音
信
山
な
解
轄
の
存
在
も
感
じ
て
し
ま
う
。
全
面
的
に
依
援
す
る
こ
と
を
醇
跨
さ
せ
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。

(
況
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
南
斉
側
の
史
料
が
い
わ
ゆ
る
中
華
思
想
に
基
づ
く
偏
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
首
該
時
代
の
史
料
と
し
て
異
と
す
る
に

は
足
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
「
虜
の
前
後
奉
使
、
漠
人
を
専
ら
に
せ
ず
(
虜
前
後
奉
使
、
不
専
漢
人
)
」
は

(
犯
)

も
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
北
貌
の
前
期
の
「
設
官
分
職
」
に
従
来
の
中
園
的
官
制
と
は
異
質
な
官
職
群
が
大
量
に
存
在
す
る
こ
と

(
お
)

も
「
貌
童
日
」
な
ど
の
首
該
時
代
の
史
書
や
近
年
護
見
さ
れ
た
丈
成
帝
南
巡
碑
な
ど
の
石
刻
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
王
融
惇

『
親
書
』

の
史
料
か
ら

の
史
料
は
王
融
が
北
貌
朝
廷
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
賦
況
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

さ
ら
に
そ
う
し
た
朕
況
に
封
し
て
、



「
:
:
:
諸
々
の
規
獲
を
備
う
。
且
つ
設
官
分
職
は
、

い
よ
い
よ
其
の
情
を
見
わ
す
(
文
意
を
と
っ
て
こ
れ
を
現
代
語
課
す
れ
ば
「
そ
の
憶
制
は
蹴
察

を
己
円
と
し
て
お
り
、
そ
の
官
制
の
あ
り
方
に
そ
の
本
質
が
如
賓
に
表
れ
て
い
る
」
と
な
ろ
う
)
と
す
る
王
融
の
認
識
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
封
し
て
、
佐
藤
氏
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
そ
の
内
容
は
全
瞳
的
に
胡
族
に
封
す
る
侮
蔑
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
筆
者
は
些
か

一
面
的
な
印
象
を
受
け
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
恋
意
的
な
解
棒
の
存
在
も
感
じ
て
し
ま
う
。
全
面
的
に
依
擦
す
る
こ
と
を
躍
陪
さ
せ
ら
れ
る
次

第
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
該
史
料
は
た
だ
単
に
三
郎
や
中
散
な
ど
の
胡
族
的
一
官
職
の
存
否
を
示
す
と

い
っ
た
個
別
の
史
料
で
は
な
く
、
首
該
時
代
に
お
け
る
北
貌
朝
廷
の
朕
況
を
、
偏
見
が
あ
る
と
は
い
え
、
概
括
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
だ
け
に
そ
れ
な
り
の
重
さ
の
あ
る
史
料
で
あ
る
と
筆
者
に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
。

伎
に
佐
藤
氏
に
従
い
、
こ
の
記
載
内
容
の
信
湿
性
に
封
す
る
疑
い
を
認
め
る
と
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
史
料
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
先
に
す
で
に
引
用
し
た
が
、
『
貌
童
日
」
巻
四
八
高
允
停
に
は
、
北
貌
四
代
高
宗
文
成
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
高
宗
が
、
二
十

高
宗
省
み
て
群
臣
に
謂
い
て
日
く
、
:
:
:
高
允
の
如
き
に
至
り
で
は
、
員
に
忠
臣
な
り
。
肢
に
是
非
あ
れ
ば
、
常
に
正
言
面
論
し
、
朕
の
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年
以
上
に
わ
た
っ
て
中
書
侍
郎
で
あ
っ
た
漢
族
出
身
の
高
允
の
忠
勤
ぶ
り
を
稽
え
、
同
時
に
群
臣
の
不
甲
斐
な
き
を
叱
責
し
た
こ
と
を
停
え
て
、

聞
く
を
梁
ま
ざ
る
と
こ
ろ
に
至
る
。
皆
な
侃
侃
と
し
て
言
説
し
、
避
就
す
る
所
無
し
。
股
、
其
の
過
ち
を
聞
く
も
、
天
下
其
の
諌
む
る
を

知
ら
ず
。
山
豆
に
忠
な
ら
ざ
る
か
。
汝
等
左
右
に
在
り
て
、
曾
て
一
正
言
も
聞
せ
ず
。
但
だ
院
の
喜
時
を
伺
い
、
官
を
求
め
職
を
乞
う
の
み
。

汝
ら
弓
万
を
把
り
て
股
の
左
右
に
侍
る
。
徒
ら
に
立
勢
の
み
な
る
に
、
皆
な
公
王
に
至
る
。
此
の
人
、
筆
を
把
り
て
我
が
圃
家
を
匡
う
も

作
郎
に
過
ぎ
ず
。
汝
ら
白
ら
懐
じ
ざ
る
か
。

と
あ
る
。
右
は
漢
人
名
族
勃
海
の
高
氏
出
身
の
高
允
で
あ
っ
て
も
労
を
つ
ん
で
郎
官
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
釘
し
、
弓
万
を
把
る
北
族

内
朝
武
官
の
場
合
「
努
力
す
る
こ
と
も
な
く
」
公
王
に
至
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
昔
時
高
允
と
、
帝
の
左
右
に
あ
っ
て
聞
か
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れ
た
将
来
が
拘
束
さ
れ
て
い
た
北
族
系
侍
臣
と
は
匝
則
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
の
王
融
停
に
見
え
る

(
出
)

状
況
と
符
合
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
佐
藤
氏
は
、
『
貌
書
」
巻
一
一
一
二
官
氏
志
、
道
武
帝
天
賜
四
年
(
四
O
七
)
五
月
の
僚
に
、

侍
官
を
増
置
す
。
左
右
に
侍
直
し
詔
命
を
出
内
せ
し
む
。
入
国
良
家
、
代
郡
、
上
谷
、
慶
寧
、
雁
門
四
郡
民
中
よ
り
年
長
に
し
て
器
望
有

る
者
を
取
り
て
之
に
充
つ
。

と
あ
り
、
同
志
、
建
国
二
年
(
三
三
九
)
の
僚
に
、
代
国
時
代
の
こ
と
と
し
て
、

初
め
て
左
右
近
侍
の
職
を
置
く
。
常
員
無
し
。
或
い
は
百
も
て
数
え
る
に
至
る
。
禁
中
に
侍
直
し
、
詔
命
を
惇
宣
す
。
皆
な
諸
部
大
人
、

及
び
豪
族
良
家
の
子
弟
に
し
て
儀
貌
端
最
、
機
器
才
幹
な
る
者
を
取
り
て
選
に
陸
ぜ
し
む
。

(
犯
)

と
あ
る
記
事
を
取
り
上
げ
、
北
貌
園
初
か
ら
、
内
朝
官
に
漢
族
が
多
数
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
同
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
貌
園
初

よ
り
内
朝
官
に
漢
族
が
就
官
し
て
い
た
こ
と
を
筆
者
も
百
定
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
貼
は
鄭
欽
仁
氏
の
中
散
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
か
ら
も
容

(
泌
)

易
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
般
に
そ
れ
ら
は
、
特
殊
な
技
量
(
料
理
、
警
薬
な
ど
の
技
量
)
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
た

を
表
示
さ
れ
、

そ
こ
に
胡
族
主
盟
の
内
朝
を
想
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
氏
の
掲
示
さ
れ
る
事
例
に
見
え
る
谷
津
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ち
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
佐
藤
氏
は
内
朝
官
(
氏
の
い
う
内
某
官
や
中
散
官
な
ど
)
に
就
官
し
た
漢
族
出
身
者

(
昌
業
の
人
)
、
見
諜
(
遼
東
の
人
)
、
皮
豹
子
(
漁
陽
の
人
)
な
ど
を
雇
宏
な
ど
の
よ
う
な
漢
族
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
氏
が
一
不
さ
れ
る
内
某
官
就
官
者
一
貫
で
氏
が
「
逼
武
・
明
元
帝
期
の
就
官
者
は
十
二
名
が
確
認
で
き
る
が
、
漢
族
が
三
分

(
訂
)

の
一
を
占
め
て
い
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
匡
分
は
昔
時
の
賓
態
理
解
の
尺
度
と
し
て
ど
こ
ま
で
安
首
な
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

佐
藤
氏
が
漢
族
の
地
と
し
て
立
論
の
根
擦
と
す
る
、
先
に
引
用
し
た
官
氏
志
に
み
え
る
「
代
郡
、
上
谷
、
麿
寧
、
雁
門
四
郡
」
が
後
漢
以
来
、

(
お
)

長
城
内
外
の
諸
民
族
雑
居
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
緯
説
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
胡

(
お
)

漢
、
賢
漢
の
境
界
が
き
わ
め
て
暖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
幾
篇
か
の
拙
稿
で
論
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
孝
丈
帝
改
革
前
の
内
朝
構
成
員
の
問
題
を
考
え
る
際
、

一
方
が
八
圃
良
家
と
さ
れ
、
他
方
が
代
郡
、
土
谷
、
唐
寧
、
雁
門
四
郡
民
と

し
て
封
比
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
郡
民
は
中
原
士
大
夫
の
如
き
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
漢
族
で
あ
る
と
直
ち
に
は
と
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と



(ω) 

筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

内
朝
に
闘
わ
る
比
較
史
の
試
論
|
|
北
貌
と
倭
園
、
お
よ
び
漢
|
|

本
節
で
は
、
北
貌
の
内
朝
な
ど
に
み
ら
れ
る
園
制
が
、
東
ア
ジ
ア
や
中
園
歴
代
の
王
朝
と
比
較
し
た
際
、

い
か
な
る
暦
史
的
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
と
い
っ
た
黙
を
、
同
時
代
の
倭
園
、

お
よ
び
北
貌
に
先
立
つ
前
漢
の
固
制
と
の
比
較
を
通
じ
て
追
求
し
よ
う
と
思
う
。

日
本
史
研
究
に
お
い
て
、
「
内
廷
」
と
は
天
皇
の
家
産
管
理
の
た
め
の
機
構
、
「
外
廷
」
と
は
園
家

行
政
の
機
構
を
指
す
と
い
う
。
古
瀬
奈
津
子
氏
は
「
中
園
の
「
内
廷
」
と
「
外
廷
」
|
|
日
本
古
代
史
に
お
け
る
「
内
廷
」
「
外
廷
」
概
念
再

検
討
の
た
め
に
|
|
」
と
題
す
る
論
考
に
お
い
て
、
唐
代
を
中
心
と
し
な
が
ら
漢
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
中
園
史
上
に
お
け
る
、
「
内
廷
」
「
外

ま
ず
倭
圃
の
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、お

よ
び
そ
の
饗
遷
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
唐
の
職
員
令
が
「
内
」
と
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
後
宮
と
後

宮
を
管
理
す
る
内
侍
省
と
で
あ
り
、
帝
室
財
政
を
扱
う
内
府
局
も
内
侍
省
に
属
し
た
こ
と
、
内
官
は
官
官
を
指
す
こ
と
、
安
史
の
乱
以
降
、
翰

廷
」
「
内
朝
」
「
外
朝
」
概
念
の
貰
態
、
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林
院
を
指
す
も
の
と
し
て
の
「
内
廷
」
が
出
現
し
、
園
家
財
政
を
捨
首
す
る
官
僚
機
構
を
中
心
と
し
た
「
外
廷
」
と
封
し
た
こ
と
、
漢
か
ら
唐

に
至
る
官
制
の
壁
、
蓬
は
皇
帝
の
側
近
で
あ
っ
た
「
内
朝
」
が
捕
拭
さ
れ
、
中
書
・
門
下
・
白
書
の
三
省
へ
と
編
成
さ
れ
る
と
い
う
、
「
内
朝
」

廷」、
の
外
廷
化
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
、
「
内
朝
」
は
、
皇
帝
と
私
的
関
係
に
あ
る
存
在
と
し
て
の
「
内
廷
」
か
ら
、
官
僚
機
構
内
の
「
内

(
叫
)

さ
ら
に
は
「
外
廷
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
陪
唐
に
至
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
と
す
る
。
首
肯
す
べ
き
高
論
で
あ
る
が
、
同
論
で
は
北

貌
前
期
の
内
朝
に
お
け
る
非
中
圃
的
、
族
制
的
要
素
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
考
慮
の
外
に
お
か

れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
先
速
の
拙
稿
に
お
い
て
、
中
園
史
研
究
に
お
い
て
所
謂
内
朝
を
後
宮
の
諸
官
(
特
に
宣
官
)
と
し
て
把
握
す
る
見
解
が
存
在
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
康
く
侍
官
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
組
織
の
線
稽
と
し
て
と
ら
え
た
。
ま
た
、
た
と
え
ば

『
北
史
』
巻
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一
八
元
澄
停
に
、
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神
亀
元
年
(
五
一
八
)
、
詔
し
て
女
侍
中
に
紹
蝉
を
加
え
、
外
侍
中
の
飾
に
同
じ
く
す
。

と
あ
る
史
料
な
ど
を
引
き
な
が
ら
女
侍
中
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
い
わ
ば
狭
義
の
内
朝
(
宜
官
な
ど
を
も
含
む
)
で
は
な
く
{
臣
官
以
外
の
構

成
員
を
多
数
含
む
贋
義
の
内
朝
を
内
朝
と
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
内
朝
は
後
宮
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
異
質
の
側
面
を
持
っ
て(

必
)

お
り
、
孝
文
帝
に
よ
る
改
革
以
前
の
北
貌
時
代
の
そ
れ
を
鮮
卑
的
要
素
を
濃
厚
に
持
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
と
り
わ
け
先
に
述
べ
た
「
ケ
シ
ク
的
な
る
も
の
」
の
存
在
に
注
目
し
た
。
た
と
え
ば
、
「
南
斉
書
』
巻
五
七
貌
虜
停
に
、
初
代
遁
武

帝
か
ら
三
代
太
武
帝
の
頃
の
平
城
の
朕
況
を
惇
え
て
、

什
翼
珪
(
這
武
帝
)
始
め
て
平
城
に
都
す
る
も
猫
お
水
草
を
逐
い
、
城
郭
無
し
。
木
末
(
二
代
明
元
帝
)
始
め
て
土
著
居
庭
す
。
悌
狸
(
一
二

代
太
武
帝
)
梁
州
、
黄
龍
を
破
り
、
其
の
居
民
を
徒
し
、
大
い
に
郭
邑
を
築
く
。
平
城
の
西
を
裁
ち
て
宮
城
と
矯
し
、
四
角
に
棲
、
女
培

を
起
し
、
門
に
は
屋
を
施
さ
ず
。
城
ま
た
聖
無
し
。
南
門
の
外
に
二
土
門
を
立
て
、
内
に
廟
を
立
つ
。
四
門
を
聞
き
、
各
々
方
色
に
随
う
。

凡
そ
五
廟
、

一
世
一
聞
に
し
て
瓦
屋
な
り
。
其
の
西
に
太
枇
を
立
つ
。
悌
狸
の
居
る
所
の
雲
母
等
の
一
一
一
殿
、
ま
た
重
屋
を
立
て
、
其
の
上
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に
居
す
。
飲
食
の
厨
、
阿
異
厨
と
名
づ
く
。
西
に
在
り
。
皇
后
可
孫
、
恒
に
此
の
厨
に
出
で
て
食
を
求
む
。
:
:
:
殿
西
の
鎧
杖
庫
、
屋
四

十
飴
問
、
殿
北
の
締
綿
布
絹
庫
、
土
屋
一
十
能
問
。
僑
太
子
宮
、
城
の
束
に
在
り
。
ま
た
四
円
、
瓦
屋
を
聞
き
、
四
角
に
棲
を
起
す
。
妃

妾
の
住
は
皆
な
土
屋
。
稗
使
千
絵
人
。
綾
錦
を
織
り
て
販
貰
し
、
酒
を
酷
し
、
猪
羊
を
養
い
、
午
馬
を
牧
し
、
菜
を
種
え
利
を
逐
う
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
も
の
は
、
北
貌
平
城
宮
に
お
け
る
後
宮
の
賓
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
中
園
的
な
「
後
宮
」
と
い
う
立
場
か
ら
と
ら
え

る
こ
と
に
筆
者
は
臨
時
す
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
内
朝
に
つ
い
て
考
察
し
た
際
、
筆
者
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
一
度

離
れ
る
必
要
牲
を
指
摘
し
、
内
朝
を
所
謂
後
宮
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
の
閲
わ
り
で
と
ら
え
る
こ
と
を
避
け
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
北
貌
前
期
に
お
け
る
所
謂
内
朝
の
核
心
は
先
に
述
べ
た
「
ケ
シ
ク
的
な
る
も
の
」
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
筆
者
は
平
城
宮
の
後
宮
や
太
子
宮
の
有
様
に
も
そ
こ
に
中
国
的
な
そ
れ
を
見
い
だ
す
よ
り
も
、
そ
こ
に
見
え
る
非
中
園
的
な
有
様

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。



論
が
や
や
脇
道
に
そ
れ
た
の
で
、
北
貌
と
倭
圃
と
の
閲
淳
一
に
つ
い
て
の
論
に
戻
す
。
か
つ
て
日
本
古
代
史
の
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
次
の
よ
う

に
大
化
前
代
の
歴
史
展
開
を
概
括
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
伴
造
・
氏
姓
制
の
護
展
を
う
け
、

五
世
紀
末
ご
ろ
護
生
し
た
人
制
は
、
件
造
・
氏
姓

制
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
大
伴
氏
の
浸
落
を
受
け
、
六
世
紀
末
ご
ろ
、
蘇
我
氏
の
領
導
の
下
、

一
麿
の
成
熟
を
み
る
。

一
方
、
件
造
・
氏
姓

制
は
奮
来
の
氏
族
制
的
な
色
彩
を
次
第
に
失
い
、
人
制
の
護
展
に
歩
み
を
合
わ
せ
て
、
官
司
制
的
に
蟹
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
伴
造
・

氏
姓
制
と
人
制
と
の
調
和
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
件
遣
・
氏
姓
制
を
氏
族
制
的
な
形
で
守
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
、
人
制
を

護
達
さ
せ
て
官
司
制
の
展
開
を
計
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
が
封
立
し
、
物
部
・
蘇
我
氏
の
争
い
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
六
世

紀
末
に
伴
造
・
氏
姓
制
の
最
後
の
代
表
者
で
あ
る
物
部
氏
が
倒
れ
、
人
制
の
優
位
が
定
ま
る
が
、
複
雑
に
護
達
し
た
件
遣
・
氏
姓
制
と
人
制
と

を
官
司
制
の
方
向
に
お
い
て
調
和
・
整
合
す
る
と
い
う
課
題
を
背
負
っ
た
七
世
紀
に
お
け
る
政
府
首
脳
部
は
、
伴
造
・
氏
姓
制
の
中
間
組
織
と

し
て
成
立
し
た
人
制
の
も
つ
限
界
を
ふ
ま
え
、
官
司
制
を
完
成
さ
せ
る
た
め
件
造
・
氏
姓
制
と
あ
わ
せ
て
人
制
そ
の
も
の
を
も
克
服
し
な
け
れ

13 

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
制
と
と
も
に
護
展
し
た
蘇
我
氏
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
改
革
は
つ
い
に
人
制
か
ら
律
令
制

へ
の
方
向
を
打
ち
出
す
形
で
、
皇
族
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
大
化
の
改
新
で
あ
る
、
と
し
て
、
五
世
紀
は
大
伴
氏
を
中
心
と
す

る
伴
造
・
氏
姓
制
の
時
代
、
六
世
紀
は
皇
室
と
結
ん
だ
蘇
我
氏
を
中
心
と
す
る
人
制
の
時
代
、
七
世
紀
は
天
皇
家
を
中
心
と
す
る
人
制
か
ら
令

(
時
)

制
へ
の
移
行
の
時
代
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
本
稿
に
お
い
て
主
た
る
考
察
の
釘
象
と
し
て
い
る
北
貌
で
は
、
そ
の
建
園
以
前
の
拓
政
力
微
時
代
以
降
、
及
び
代
園
時
代
を
通
じ
て
、

氏
族
・
部
族
制
に
基
盤
を
お
く
守
奮
勢
力
と
、
新
た
に
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
新
人
を
登
用
し
権
力
の
強
化
を
計
っ
た
王
権
と
の
蟻
烈
な
抗

争
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
徐
々
に
王
権
の
勝
利
へ
と
白
附
着
し
て
行
く
が
、
北
貌
が
建
国
さ
れ
た
後
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
抗
争
は
縫
績
し
た
。

道
武
帝
急
死
後
の
部
族
勢
力
の
反
攻
、
崖
浩
の
寵
用
を
め
ぐ
っ
て
の
皇
帝
と
公
卿
層
と
の
聞
の
思
惑
の
相
達
、
崖
浩
の
抹
殺
、
孝
丈
帝
改
革
時

に
お
け
る
北
人
の
反
乱
な
ど
は
そ
の
端
的
な
現
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
北
貌
に
お
け
る
王
権
強
化
の
過
程
を
追
う
と
き
、
道
武

207 

帝
・
拓
蹴
珪
に
よ
る
北
貌
建
国
首
初
に
お
け
る
諸
改
革
の
断
行
は
雨
者
聞
に
お
け
る
抗
争
の
大
き
な
書
一
期
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
彼
は
、
後
燕
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と
の
抗
争
の
過
程
で
蓋
省
を
建
て
、
百
官
を
設
置
し
、
行
政
官
た
る
向
書
郎
以
下
の
官
吏
に
悉
く
漢
民
族
を
中
心
と
し
た
丈
書
行
政
能
力
を
も

つ
「
丈
人
」
を
用
い
、
畿
内
・
旬
服
を
定
め
、
郊
廟
・
一
吐
稜
の
儀
を
撰
し
、
律
令
を
定
め
る
な
ど
、
種
々
の
施
策
を
賓
行
し
て
い
る
が
、
部
落

解
散
は
そ
う
し
た
諸
改
革
の
中
に
あ
っ
て
、
王
権
強
化
の
上
で
と
り
わ
け
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
孝
文
帝
は
、
拓
政
貌
の
中

核
た
る
「
三
十
六
園
・
九
十
九
姓
」
の
人
々
を
中
心
に
、
道
武
帝
の
改
革
後
も
存
績
し
た
部
民
相
互
の
結
合
開
係
を
、
か
れ
ら
に
封
す
る
姓
族

分
定
・
賜
姓
、
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
の
祭
典
に
淵
源
す
る
西
郊
祭
天
の
廃
止
な
ど
の
諸
改
革
を
通
じ
て
、
解
消
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
改
革
で

は
、
ま
た
、
王
へ
の
奉
仕
役
に
由
来
し
、
拓
肱
の
王
を
首
長
と
す
る
政
治
的
統
一
瞳
(
代
同
・
北
貌
)
の
職
務
分
掌
組
織
と
し
て
複
雑
に
護

達
・
肥
大
化
し
て
き
た
内
朝
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
に
よ
る
改
革
は
、
こ
う
し
た
面
か
ら
見
る
と
、
園
初
か
ら
継
績
し
て
き
た
王
権
の
側

か
ら
す
る
部
・
氏
族
制
解
睦
の
総
決
算
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
北
貌
に
お
け
る
歴
史
の
推
移
を
、
先
に
述
べ
た
直
木
氏
の
見
解
と
比
較
す
る
と
、

ア
ジ
ア
的
共
同
盟
内
部
に
お
け
る
首
長
へ
の
奉

14 

仕
役
に
由
来
し
、

ヤ
マ
ト
の
王
を
首
長
と
す
る
政
治
的
統
一
瞳
(
大
和
政
権
)
の
職
務
分
掌
組
織
に
護
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ト
モ
制
の

展
開
は
、
北
貌
の
内
朝
制
度
の
展
開
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
何
れ
も
官
司
制
的
色
彩
を
も
っ
て
出
現
し
て
き
た
倭
国
の

人
制
諸
官
・
北
貌
の
内
朝
諸
官
が
律
令
制
の
受
容
と
と
も
に
嬰
容
し
て
い
く
賄
に
お
い
て
も
雨
者
の
展
開
に
は
類
似
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
諸
制
の
展
開
が
、
氏
族
制
の
展
開
、
愛
容
、
衰
退
と
密
接
に
か
ら
み
つ
つ
、
ま
た
中
園
皇
帝
に
よ
っ
て
冊
封
さ
れ
た
王
国

(
代
園
、
倭
凶
)
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
か
ら
古
代
固
家
を
建
設
し
て
行
き
、

つ
い
に
は
、
律
令
制
に
基
づ
く
改
革
に
よ
っ
て
、
氏
族
制
が
嬰

容
、
克
服
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
類
似
は
も
は
や
偶
然
の
一
致
と
は
い
え
な
い
事
柄
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
直
木
氏
は
先
に
遮
べ
た
よ
う
に
、
人
制
に
よ
っ
て
官
司
制
の
賓
現
を
め
ざ
す
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
、
律
令
制
の
採
用
が
生
じ
た
と
連

べ
、
大
化
の
改
新
が
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
改
革
で
あ
っ
た
と
し
た
。
と
す
れ
ば
、
北
貌
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
、
す
な

わ
ち
氏
族
制
的
原
理
に
基
づ
く
鮮
卑
的
諸
制
を
の
り
こ
え
、
中
園
的
諸
制
の
大
幅
な
導
入
を
企
園
し
た
這
武
帝
、
孝
丈
帝
の
改
革
に
は
、
大
化



(
制
)

の
改
新
の
内
容
と
の
聞
に
類
似
が
み
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

上
連
の
論
は
、
倭
固
に
お
い
て
北
貌
と
全
く
同
じ
性
格
の
内
朝
が
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
よ
り
大
き
な
頑

座
か
ら
北
貌
と
倭
圃
と
が
、
中
園
の
冊
封
を
受
け
た
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
そ
の
持
つ
族
制
的
秩
序
を
饗
容
さ
せ
て
行
き
、
中
園
的
園
制
の

導
入
に
逢
着
す
る
過
程
の
類
似
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
族
制
的
秩
序
に
関
連
し
て
、
同
じ
く
日
本
古
代
史
の
吉
田
孝
氏
は
近
年
、
日
本
古
代
に
お
け
る
ウ
ヂ
の
氏
族
的
性
格
を
否
定
し

た
津
田
左
右
吉
撃
説
の
基
礎
に
は
、
車
系
の
出
自
に
よ
っ
て
集
圏
へ
の
時
属
が
自
動
的
に
決
定
さ
れ
、
氏
族
外
婚
制
を
も
っ
車
系
出
自
集
圏
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、

ウ
ヂ
も
共
通
の
始
祖
を
も
っ
と
い
う
信
仰
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
血
縁
集
圏
で
あ
り
、
一
蹟
義
の
氏
族
で
あ
っ
た
と
い
え

(

日

刊

)

る
と
し
、
石
田
英
一
郎
氏
の
考
え
に
擦
り
な
が
ら
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
の
時
代
を
「
氏
族
制
」
(
「

」
は
吉
田
氏
の
表
記
の
ま
ま
)
の
時
代
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
遮
べ
、
推
古
、
天
知
目
、
天
武
朝
に
か
け
て
の
そ
の
壁
遷
を
追
い
、
朝
廷
で
の
政
治
的
地
位
を
表
示
す
る
ウ
ヂ

15 

名
・
カ
パ
ネ
が
、
中
国
の
姓
の
制
度
の
櫨
受
に
よ
っ
て
、
律
令
制
的
な
姓
に
繁
質
さ
せ
ら
れ
、
天
武
朝
の
八
色
の
姓
の
賜
輿
の
際
に
は
、
忌
寸

以
上
の
姓
が
特
定
の
氏
上
と
そ
の
氏
上
に
つ
な
が
る
特
定
の
数
家
族
に
賜
奥
さ
れ
た
、
ま
た
、
八
色
の
姓
を
賜
輿
さ
れ
な
か
っ
た
豪
族
で
も
朝

廷
で
の
地
位
が
ほ
ぼ
五
位
以
上
に
殺
さ
れ
る
と
、
忌
寸
以
上
の
カ
パ
ネ
を
賜
輿
さ
れ
、
多
く
の
場
合
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
族
長
に
つ
ら

(
必
)

な
る
狭
い
範
園
の
親
族
が
新
し
い
カ
パ
ネ
を
賜
奥
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

一
方
、
均
田
制
を
賓
施
し
た
こ
と
で
史
上
著
名
な
北
貌
の
孝
丈
帝
は
、
そ
の
諸
改
革
の
一
環
と
し
て
北
貌
の
支
配
者
集
圏
・
鮮
卑
諸
族
に
中

園
の
姓
の
制
度
に
基
づ
き
、
漢
民
族
的
な
一
宇
の
姓
(
車
姓
)
を
賜
輿
し
、

さ
ら
に
彼
ら
を
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
分
別
、
北
貌
の
建
園
以

来
お
よ
そ
三
世
代
に
わ
た
っ
て
五
品
以
上
の
官
位
あ
る
い
は
爵
位
を
有
し
た
人
々
を
北
貌
朝
の
新
た
な
る
支
配
者
層
(
蛍
時
の
呼
稽
は
「
姓
」
と

(
幻
)

「
族
」
)
に
再
編
、
鮮
卑
諸
族
の
氏
族
制
を
解
瞳
し
て
い
る
。

い
ま
こ
の
こ
と
を
先
の
吉
田
氏
が
述
べ
て
い
る
事
柄
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
孝
丈
帝
の
姓
族
分
定
や
鮮
卑
へ
の
賜
姓
と
八
色
の
姓
の
内
容
、

209 

お
よ
び
そ
こ
に
至
る
過
程
の
類
似
性
に
気
づ
く
。
ま
た
、
上
位
の
特
権
階
層
が
五
位
以
上
で
あ
り
、
そ
れ
が
血
縁
に
基
づ
い
て
相
績
さ
れ
て
も
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(
日
制
)

い
た
と
い
う
鈷
は
、
古
代
朝
鮮
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
諸
圏
各
々
の
歴
史
は
、
そ
の
各
々
が
主
瞳
的
に
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
聞
に
は
根
本
的
相
違
が
存
在
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
安
易
な
比
較
は
最
に
慎
む
べ
き
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
国
が
い
ず
れ
も

中
園
的
官
制
秩
序
を
範
と
し
て
、
そ
の
も
つ
族
制
的
秩
序
を
克
服
し
つ
つ
古
代
園
家
を
建
国
し
た
と
い
う
巨
覗
的
な
観
鈷
に
立
つ
と
き
、
こ
れ

(ω) 

を
単
な
る
偶
然
の
一
致
と
も
断
じ
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
倭
園
、
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
諸
圃
に
お
け
る
族
制
的
秩
序
の
問
題
に
つ
い
て
、

日
本
考
古
附
晶
子
の
専
家
で
あ
る
岩
永
省
三
氏
は
、
「
園
家

形
成
の
東
ア
ジ
ア
モ
デ
ル
」
と
題
す
る
高
論
に
お
い
て
、

中
園
・
朝
鮮
宇
島
・
日
本
列
島
に
お
け
る
園
家
形
成
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
比
較
す
る
と
、
園
家
機
構
の
形
成
に
至
る
相
首
長
期
に
わ
た

る
前
園
出
家
段
階
に
お
け
る
、

A
族
制
的
原
理
下
の
権
力
集
中
、

B
族
制
的
原
理
を
保
持
し
た
ま
ま
で
の
統
治
機
構
の
漸
次
的
整
備
、

C
そ

の
機
能
不
全
の
露
呈
と
中
央
政
府
に
よ
る
強
引
な
原
理
轄
換
・
改
組
と
し
て
、
圃
家
形
成
の
東
ア
ジ
ア
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能

16 

で
あ
る
。
完
成
と
そ
の
後
の
饗
容
は
今
回
は
鰯
れ
な
い
。
と
く
に

B
の
段
階
に
お
け
る
族
制
的
原
理
を
温
存
し
た
ま
ま
の
制
度
・
機
構
の

形
成
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の

A
l
B
の
過
程
を
初
期
園
家
と
概
念
化
す
る
研
究
が
近
年
の
大
勢
を
占
め
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
都
出
比
呂
志
氏
は
日
本
の
古
墳

時
代
を
「
初
期
固
家
」
と
し
、
①
階
級
関
係
、
②
徐
剰
の
存
否
、
③
権
力
の
形
態
内
容
、
④
世
曾
統
合
の
原
理
、
⑤
物
資
流
通
、
の
五
指

と
述
べ標
てに
いつ
る白い
O~ て

一一「

初
期
園
家

の
属
't生
を
刀ミ

し
た

ま
た
、
同
じ
く
中
園
考
古
事
の
専
家
で
あ
る
宮
本
一
夫
氏
は
、
「
中
国
に
お
け
る
初
期
園
家
形
成
過
程
を
定
義
づ
け
る
」
と
題
す
る
高
論
に

お
い
て
、氏

族
制
が
解
瞳
し
た
秦
漢
一
吐
舎
を
都
出
比
呂
志
が
定
義
し
た
成
熟
国
家
と
す
る
な
ら
ば
、
商
代
か
ら
成
熟
国
家
以
前
を
初
期
圃
家
と
呼
ぶ

べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
中
国
の
初
期
国
家
は
氏
族
制
の
解
睡
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
ほ
か
の
初
期
国
家
の
要
件
を
備
え
た
世
界
的
に
も
特
殊
な



初
期
圃
家
で
あ
っ
た
。
氏
族
制
が
解
瞳
し
な
い
ま
ま
に
階
層
化
を
迎
え
た
日
本
の
古
墳
時
代
も
、
そ
の
意
味
で
は
「
ア
ジ
ア
」
的
園
家
と

見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
近
年
、
古
墳
時
代
の
前
・
中
期
を
高
度
に
護
達
し
た
首
長
制
批
舎
と
し
て
初
期
国
家
と
定
義
づ
け
た
い
と
す
る

和
田
晴
吾
の
立
場
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
中
国
や
日
本
に
み
ら
れ
る
初
期
国
家
段
階
は
、
地
縁
的
一
吐
舎
に
轄
換
し
て
い
な
い
氏
族
制
が

温
存
さ
れ
た
ま
さ
に
「
ア
ジ
ア
」
的
な
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
定
昔
一
読
し
た
「
ア
ジ
ア
」

的
国
家
(
王
権
を
頂
姑
と
し
た
血
縁
関
係
に
お
け
る
園
錐
ク
ラ
ン
に
よ
る
階
層
構
造
の
成
立
し
た
段
階
・
・
・
筆
者
附
記
)
は
意
義
が
あ
る
指
摘
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)

と
も
述
べ
て
い
る
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
筆
者
は
北
説
前
期
固
家
を
「
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
拓
政
鮮
卑
の
展
開
の
掃
結
と
し
て

形
成
さ
れ
た
国
家
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
過
程
」
の
圃
家
と
し
て
で
は
な
く
、
八
部
制
度
に
基
づ
く
「
部
」
瞳
制
園
家
と
し
て
も
把
握
す
べ

(
臼
)

き
で
あ
る
」
と
し
た
。
ま
た
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
倭
固
と
北
貌
と
の
園
制
の
類
似
、
そ
の
制
捜
容
過
程
の
相
似
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。

後
者
が
す
で
に
律
令
制
国
家
で
あ
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
こ
う
し
た
観
貼
を
ふ
ま
え

17 

た
だ
し
、
倭
固
と
北
貌
と
の
場
合
に
大
き
な
本
質
的
相
違
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
者
が
律
令
制
導
入
前
の
国
家
で
あ
り
、

つ
つ
論
を
更
に
展
開
し
て
み
よ
う
。

『
南
斉
童
日
』
巻
五
七
貌
虜
停
に
、

建
武
二
年
(
四
九
五
)
春
、
高
宗
、
鋸
南
将
軍
王
康
之
を
遣
わ
し
て
司
州
に
出
で
し
め
、
右
僕
射
沈
丈
季
を
珠
州
に
出
で
し
め
、
左
衛
将

軍
崖
慧
景
を
徐
州
に
出
で
し
む
。
宏
(
北
貌
孝
文
帝
)
自
ら
衆
を
率
い
て
書
陽
に
至
る
。
軍
中
に
黒
毘
の
行
殿
有
り
て
、
二
十
人
の
坐
を

容
る
。
輩
遣
は
皆
な
三
郎
日
旬
刺
員
た
り
。
壊
は
白
員
曜
を
多
く
し
、
鍛
騎
、
群
を
属
す
。

(
お
)

と
あ
る
。
三
郎
は
か
つ
て
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
皇
帝
側
近
の
内
朝
武
官
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
三
郎
に
接
し
て
見

211 

え
る
「
日
伺
刺
員
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
輩
遣
に
侍
す
存
在
と
言
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
首
時
の
北
貌
の
状
況
か

ら
考
え
て
内
朝
武
官
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
日
伺
刺
員
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
「
ー
を
す
る
人
」
を
音
正
ゆ
す
る
鮮
卑
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語
の
音
語
で
あ
る
こ
と
も
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

首
該
時
代
の
事
例
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
も
っ
と
も
嘗
て
は
ま
る
も
の
は
三
郎
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
確
定
と
ま
で
は
一
言
え
な

い
が
、
「
昌
刺
異
」
は
三
郎
を
指
す
鮮
卑
語
の
漢
字
音
表
記
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
音
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
難

し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
首
時
の
北
貌
に
は
「
兵
器
を
帯
び
た
人
と
し
て
の
胡
洛
員
」
(
『
南
斉
書
』
巻
五
七
貌
虜
惇
)
が
存
在
し
た
。
こ
の
胡
洛

員
が
コ
ル
チ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。

本
論
目
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
元
史
』
巻
九
九
、
兵
士
心
二
、
宿
衡
の
候
に
は
、

其
の
怯
醇
執
事
の
名
、
則
ち
弓
矢
、
鷹
隼
の
事
を
主
る
者
、
火
見
赤
、
昔
賓
赤
、
怯
憐
赤
と
目
、
っ
。
聖
旨
を
書
寓
せ
る
も
の
、
札
里
赤
と

日
う
。
天
子
の
潟
に
丈
史
を
主
る
者
、
必
闇
赤
と
日
う
。

と
あ
る
。
と
す
る
と
一
一
一
郎
は
火
見
赤
す
な
わ
ち
コ
ル
チ
の
漢
語
表
記
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
三
郎
と
「
昌
刺
巽
」
が
同
じ
封
象
を
指

は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
に
考
え
て
大
筋
を
逸
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

18 

す
こ
と
、
「
昌
刺
員
」
が
コ
ル
チ
の
音
諜
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
、
二
賄
を
仮
定
し
て
の
話
で
あ
る
の
で
確
定
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
筆
者

と
す
れ
ば
、
何
故
そ
の
よ
う
な
三
郎
と
い
う
漢
語
表
記
が
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
に
、
二
世

皇
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

二
世
乃
ち
超
高
を
運
用
し
、
法
令
を
申
ぶ
。
:
:
:
乃
ち
誌
を
大
臣
及
び
諸
公
子
に
行
い
、
罪
過
を
以
て
少
近
の
官
・
三
郎
に
ま
で
連
逮
し
、

立
つ
こ
と
を
得
る
者
無
か
ら
し
む
。
(
索
隠
)
少
と
は
小
な
り
。
近
と
は
近
侍
の
臣
な
り
。
一
一
一
郎
と
は
中
郎
、
外
郎
、
散
郎
を
謂
う
。
(
正

義
)
漢
書
百
官
表
に
云
う
。
議
郎
、
中
郎
、
散
郎
有
り
。
又
左
右
三
将
有
り
。
郎
中
、
車
郎
、
戸
郎
を
謂
う
。

と
あ
る
。
右
は
、
秦
漢
の
時
代
に
三
郎
と
い
う
近
侍
官
に
釘
す
る
呼
稽
が
存
在
し
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。
内
容
は
、
中
郎
、
外
郎
、
散
郎
あ

る
い
は
郎
中
、
車
郎
、
戸
郎
と
い
う
三
つ
の
郎
官
に
封
す
る
線
稀
で
あ
る
の
で
、
北
貌
の
場
合
の
よ
う
な
一
官
に
封
す
る
呼
稽
と
は
相
違
す
る
。

た
だ
す
で
に
漢
代
に
お
い
て
中
郎
、
外
郎
、
散
郎
と
い
っ
た
匝
別
を
一
鷹
考
慮
の
外
に
置
い
て
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
三
郎
と
栴
す
る
こ
と
も



定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
績
漢
書
』
志
二
五
百
官
二
、
光
職
動
の
僚
の
註
に
、

三
郎
、
並
び
に
員
無
し
。

と
あ
る
の
も
そ
う
し
た
貼
を
窺
わ
せ
る
。
そ
の
際
、
漢
代
に
お
い
て
宮
中
諸
官
を
統
括
し
て
い
た
の
は
光
椋
動
(
武
帝
よ
り
前
の
郎
中
令
)
で
あ

り
、
そ
の
主
要
な
属
官
と
し
て
郎
官
・
大
夫
が
存
在
し
た
。
右
に
よ
れ
ば
三
郎
は
そ
う
し
た
性
格
を
も
っ
光
雄
動
の
属
官
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。北

貌
前
期
の
官
制
を
論
じ
て
、
漠
代
の
官
制
に
至
り
、
三
郎
と
い
う
呼
稽
が
そ
の
影
響
の
も
と
に
出
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
の

域
を
出
な
い
想
定
を
な
し
て
き
た
が
、
筆
者
は
そ
う
し
た
想
定
も
あ
な
が
ち
あ
り
得
な
い
こ
と
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
。

何
故
な
ら
、
「
貌
童
日
」
巻
二
四
崖
玄
白
(
宏
)
停
に
、
北
貌
初
の
こ
と
と
し
て
、

太
組
(
這
武
帝
)
曾
て
玄
白
を
引
き
て

『
漢
書
」
を
議
ぜ
し
め
、
婁
(
劉
)
敬
の
漢
租
に
説
き
て
魯
一
冗
公
主
を
以
て
旬
奴
に
妻
せ
ん
と
す

19 

る
に
至
り
、
之
を
善
し
と
し
、
嵯
嘆
す
る
こ
と
良
に
久
し
。
是
を
以
て
諸
公
主
皆
な
賓
附
の
固
に
萱
降
す
。
朝
臣
子
弟
、
名
族
美
彦
と
難

も
向
す
る
こ
と
を
得
ず
。

(日
)

(

m

m

)

と
あ
る
よ
う
な
所
謂
公
主
降
嫁
の
事
例
、
あ
る
い
は
、
太
子
生
母
殺
害
の
事
例
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
た
漢
制
を
意
識
し
た
施
策
が
北
貌
で
は
行

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
漢
書
」
巻
七
七
劉
輔
停
に
は

『
漢
書
』
本
文
に
見
え
る
「
中
朝
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
の
曹
貌
の
人
孟
康
の
注
を
載
せ
、

日
く
、
中
朝
は
内
朝
な
り
。
大
司
馬
、
左
右
前
後
将
軍
、
侍
中
、
常
侍
、
散
騎
、
諸
吏
は
中
朝
矯
り
。
丞
相
以
下
、
六
百
石
に
至
る
は
外

朝
潟
り
。

(
訪
)

と
あ
る
。
こ
の
漢
の
中
朝
あ
る
い
は
内
朝
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
種
々
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

先
述
の
倭
固
と
北
貌
と
の
比
較
は
、
民
族
・
地
域
を
具
に
す
る
と
は
言
え
、
雨
園
は
時
代
的
に
重
な
る
時
期
に
成
長
し
た
園
家
で
あ
る
。
そ

213 

れ
故
、
停
播
な
ど
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
類
似
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
い
は
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
と
さ
れ
る
研
究
者
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
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た
研
究
者
に
あ
っ
て
も
上
遮
の
如
き
筆
者
の
想
定
は
、
時
代
も
民
族
も
相
異
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
類
似
の
み
に
注
目
す
る
荒
唐
な
見
方

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
れ
は
全
く
的
は
ず
れ
な
見
方
で
も
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
漢
書
』

の

中
朝
を
内
朝
と
呼
ん
だ
の
は
曹
貌
の
時
代
の
孟
康
で
あ
り
、
『
貌
書
」
に
お
け
る
内
朝
と
す
る
表
記
も
、
そ
の
史
料
を
記
し
た
人
物
、
あ
る
い

は
『
貌
童
日
」
の
撰
者
で
あ
る
貌
牧
が
、
そ
こ
に
あ
る
何
ら
か
の
同
質
性
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

漢
代
の
内
朝
に
閲
す
る
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
形
成
は
前
漢
の
武
帝
期
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う

し
た
見
解
の
中
に
存
在
す
る
、
武
帝
期
に
お
け
る
漢
朝
の
紛
失
容
を
、
つ
け
て
、
内
朝
す
な
わ
ち
中
朝
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
見
解
に
筆
者
は
反
釘

す
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
形
成
・
饗
容
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
北
貌
の
場
合
と
同
様
に
、
内
朝
を
皇
帝
の
側

近
官
の
線
稽
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
形
成
を
武
帝
期
で
あ
る
と
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
侍
官
の
線
栴
と
と
ら
え
る

な
ら
ば
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
内
朝
は
武
帝
期
前
に
師
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
武
帝
期
以
前
の
漢
廷
に
お
け
る
郎
官
の
存
在
で
あ
る
。
漢
代
史
の
専
家
で
あ
る
杉
村
伸
二
氏
は
、
前
漢
代
の
郎
官

20 

に
つ
い
て
ま
と
め
つ
つ
、

戦
園
期
の
郎
官
は
車
に
君
主
の
護
衛
官
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
特
別
な
役
割
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
漢
代
に
入
る
と
、
郎
は
皇
帝
の

常
に
近
く
に
侍
し
て
、
護
衛
の
み
な
ら
ず
様
々
な
任
務
を
こ
な
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
築
か
れ
た
皇
帝
と
の
個
人
的
信
頼
関
係

を
も
と
に
、
皇
帝
を
中
心
と
し
た
同
心
国
的
防
衛
構
造
を
形
成
す
る
衛
尉
や
中
尉
、
郡
園
の
守
相
へ
と
任
じ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
郎
官
の
基
本
的
職
掌
で
あ
る
「
天
子
の
宿
衛
」
た
る
性
格
を
、
「
漢
の
宿
衛
」
と
し
て
固
家
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
撞
大
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
武
帝
期
以
降
、
皇
帝
の
さ
ら
に
近
く
に
新
た
に
創
設
さ
れ
た
加
官
官
僚
達
が
侍
る
こ
と
と
な
り
、
武
帝

の
死
後
、
加
官
官
僚
や
外
戚
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
内
朝
が
、
皇
帝
の
輔
翼
機
関
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
る
。
さ
ら
に
察
奉
制
度
の
整
備

や
軍
事
専
門
職
の
新
設
な
ど
の
諸
要
因
に
よ
り
、
漢
初
の
郎
官
が
持
っ
て
い
た
支
配
機
構
内
で
の
重
要
性
は
、
そ
れ
ら
官
職
へ
と
移
譲
さ

れ
、
郎
官
自
身
は
そ
の
重
要
性
を
失
っ
て
い
く
。



(
訂
)

と
述
べ
る
。
郎
官
に
は
任
子
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
が
相
嘗
数
に
上
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
職
掌
を
み
る
と
き
そ
れ
が
、
三
郎
の
よ
う

な
北
親
の
内
朝
武
官
と
同
質
の
面
を
持
つ
皇
帝
側
近
官
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
中
朝
を
皇
帝
側
近
官
の
線
栴
と
見
な
す
な
ら
ば
、
北

貌
の
そ
れ
と
漢
の
そ
れ
と
は
名
稽
こ
そ
異
な
る
が
、
そ
の
本
質
は
同
質
の
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
漢
の
郎
官
は
、
漢
の
創

業
の
功
臣
の
子
弟
か
ら
選
抜
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
そ
こ
に
任
子
と
は
別
の
原
理
で
あ
る
察
奉
制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
孝
廉
が
そ
の
数
を
増
し
、
郎
官
の
職
務
を
奪
い
、
郎
官
は
皇
帝
の
侍
官
で
は
あ
っ
て
も
孝
廉
の
よ
う
な
近
侍
官
と
は
一
線
を
重
す
る
存

在
と
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
空
席
を
新
た
に
侍
中
な
ど
の
官
が
埋
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
酷
で
北
説
の
ケ
シ
ク
的
内
朝
官
は
漢
の
郎
官
と
民
族
的
、
時
代
的
に
は
相
違
す
る
が
、
創
業
の
功
臣
の
子
弟
か
ら
選
抜
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
と
い
う
酷
で
似
通
っ
た
鈷
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
郎
官
に
つ
い
て
の
増
淵
龍
夫
氏
の
次
の
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
、
戦
園
期
に
お
け
る
侍
衛
給
事
の
臣
で
あ
る

貴
族
・
高
官
は
、

そ
の
子
弟
を
そ
の
側
近
に
さ
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
弟
は
、
そ
の
父
兄
た
る
貴
族
・
高
官
を
制
御
す
る
事
責

21 

郎
や
庶
子
、

あ
る
い
は
漢
代
に
お
け
る
郎
官
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、

上
の
人
質
と
し
て
の
放
果
を
、
君
主
に
と
っ
て
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
国
家
権
力
の
安
定
し
た
漢
代
に

お
い
て
は
、
任
子
の
制
は
高
級
官
吏
の
特
権
で
あ
る
。
制
度
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
よ
ほ
ど
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
高
官
・
貴
族
の
子
弟
を
君
主
の
側
近
に
侍
せ
し
め
る
こ
と
は
、
君
主
の
恩
恵
で
も
あ
り
、
信
任
の
誼
で
あ

り
、
ま
た
高
官
・
貴
族
に
と
っ
て
は
一
種
の
特
権
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
的
外
面
で
は
、
そ
れ
は
戟
園
時
代
に
お
い
て

も
蟹
わ
ら
な
い
。
た
だ
戦
国
の
あ
の
激
し
い
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
恩
恵
的
制
度
の
外
面
の
裏
に
は
、
そ
の
よ
う
な
貴
族
・
高
官
の
子

弟
の
優
遇
の
裏
に
は
、
逆
に
、
君
主
は
そ
の
侍
子
た
ち
を
側
近
に
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
つ
で
も
そ
の
父
兄
で
あ
る
高
官
・
貴
族

215 

に
背
叛
の
き
ざ
し
が
あ
れ
ば
た
だ
ち
に
そ
の
子
弟
た
ち
を
監
禁
し
詠
殺
し
う
る
よ
う
な
、
事
責
上
人
質
の
は
た
す
役
割
と
同
様
の
そ
れ
を
、

こ
の
任
子
制
度
に
も
晶
兼
ね
も
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
韓
非
子
の
所
謂
「
術
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
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で
あ
る
。

(
兇
)

と
指
摘
し
て
い
る
。

」
の
様
に
見
る
な
ら
ば
、
漢
の
郎
官
は
、

一
面
で
い
わ
ば
功
臣
集
園
の
任
子
と
い
う
形
を
と
っ
て
統
一
園
家
の
上
部
構
造
の
一
部
と
な
っ
た

姿
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
漢
の
質
的
饗
容
に
と
も
な
い
、
察
奉
に
基
づ
く
孝
廉
な
ど
の
進
出
に
よ
っ
て
、
郎
官
は
従
来
の

役
割
を
奪
わ
れ
る
に
至
り
、
漢
は
成
熟
し
た
中
圃
的
王
朝
と
し
て
完
成
し
、
侍
中
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
新
た
な
内
朝
を
出
現
さ
せ
る
に

至
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
節
で
、
『
貌
主
日
』
巻

一
三
官
氏
志
に
、

建
国
二
年
、
初
め
て
左
右
近
侍
の
職
を
置
く
。
常
員
無
し
。
或
い
は
百
も
て
数
う
る
に
至
る
。
禁
中
に
侍
直
し
、
詔
命
を
惇
宣
す
。
比
白
な

諸
部
大
人
、
及
び
豪
族
良
家
の
子
弟
に
し
て
儀
貌
端
最
、
機
器
才
幹
な
る
者
を
取
り
て
選
に
麿
ぜ
し
む
。

と
あ
る
史
料
な
ど
を
掲
げ
述
べ
た
よ
う
に
、
北
貌
の
内
朝
は
諸
部
大
人
の
子
弟
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
ら
の
本
質
の
部

前
漢
の
国
家
構
造
は
郎
官
の
退
出
す
る
武
帝
期
に
大
き
く
嬰
容
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
出
身
母
睦
と
し
て
の
劉
邦
集
圏
の
泊
滅
と
無
関
係
で

22 

分
に
も
前
漢
の
郎
官
と
同
じ
「
府
主
と
し
て
の
性
格
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
北
貌
に
お
け
る
内
朝
の
消
滅
が
孝
丈
帝
改
革
前
ま
で
の
北
貌
朝
の
費
容
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
て

論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お

わ

り

貴
族
・
高
官
の
子
弟
が
人
質
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
つ
つ
側
近
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
構
固
は
、
増
淵
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
相
嘗
に

古
い
起
源
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
春
秋
戟
園
時
代
の
嬰
化
を
受
け
て
出
現
し
た
漢
代
の
「
郎
官
」
に
は
そ
の
よ
う
な
一
面
が
残
存
し
て
い
た

一
方
、
北
貌
前
期
の
内
朝
は
皇
帝
を
中
心
と
し
た
律
令
圃
家
の
中
植
に
鮮
卑
族
が
座
を
占
め
た
と
き
に
存
在
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
印
)

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
倭
園
の
近
侍
的
ト
モ
や
人
官
と
類
似
す
る
こ
と
は
、
雨
者
が
族
制
的
秩
序
の
中
で
出
現
し
た
近
侍
官
で
あ
る



と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
首
然
の
こ
と
が
ら
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
や
清
に
北
貌
の
そ
れ
と
相
似
た

組
織
が
生
じ
た
理
由
は
、
皇
帝
を
中
心
と
し
て
高
度
に
護
達
し
た
中
国
王
朝
の
中
枢
に
、

い
わ
ば
古
代
的
と
も
い
う
べ
き
族
制
的
原
理
に
基
づ

く
集
圏
(
モ
ン
ゴ
ル
、
満
州
、
鮮
卑
)
が
座
を
占
め
た
が
た
め
に
、
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
拓
政
鮮
卑
に
お
け
る
「
部
」
睦
制
園
家
は
、
園
家
論
の
立
場
か
ら
、
如
何
な
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
か

と
い
う
課
題
を
提
示
し
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
「
部
」
瞳
制
国
家
と
は
、
そ
の
中
核
が
、
擬
制
的
、
あ
る
い
は
賓
瞳
と
し
て

の
族
制
秩
序
に
大
き
く
規
制
さ
れ
た
、
初
期
園
家
、
前
期
固
家
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
た
園
家
と
み
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
中
核
部
分
が
軍
事

力
を
背
景
と
し
て
高
度
に
麓
達
し
た
中
国
官
僚
機
構
、
一
吐
舎
を
支
配
す
る
と
い
う
征
服
王
朝
的
様
相
を
も
っ
た
園
家
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る

(ω) 

で
ふ
の
ろ
、
っ
。
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Z
 

-言ロ(
1
)

拙
稿
「
北
貌
の
内
刺
」
(
『
九
州
大
挙
東
洋
史
論
集
」
五
競
、
一
九

七
七
年
)
o

拙
著
『
貌
E

日
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
(
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
)
第
二
編
第
一
章
所
敗
。

(
2
)

拙
稿
「
北
貌
太
租
の
部
落
解
散
と
高
組
の
部
族
解
散
|
|
所
謂
部

族
解
散
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
佐
賀
大
準
教
養
部
研
究
紀

要
』
一
四
競
、
一
九
八
二
年
)
。
前
掲
拙
著
第
一
編
第
四
章
所
牧
。

部
族
解
散
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
の
刊
行
は
内
刺
論
文
の
刊
行
よ
り

も
後
に
な
っ
た
。
上
記
の
部
族
解
散
に
つ
い
て
の
拙
論
は
卒
業
論
文

と
し
て
一
九
七
三
年
一
月
に
九
州
大
皐
文
皐
部
に
提
山
山
し
た
も
の
に

加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
、
そ
の
構
想
笈
表
の
折
に
は
、
松
、
水

雅
生
、
古
賀
昭
山
今
雨
先
生
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。

(
3
)
前
掲
注

(
2
)
掲
載
の
拙
稿
で
は
、
そ
の
相
遣
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
「
太
組
の
部
落
解
散
」
、
「
高
租
の
部
族
解
散
」
の
語
を
匡
別

し
て
用
い
た
。

(
4
)

北
貌
前
期
の
政
治
・
園
家
構
造
に
つ
い
て
の
近
年
に
至
る
ま
で
の

研
究
史
に
つ
い
て
は
、
磁
波
護
等
編
「
中
岡
歴
史
研
究
入
門
』
(
名

古
屋
大
墜
出
版
舎
、
二

O
O
六
年
)
八
七
1
八
九
頁
(
渡
漫
信
一
郎

氏
執
筆
)
、
松
下
憲
一
『
北
貌
胡
族
館
制
論
』
(
北
海
這
大
学
大
向
学
院

文
向
学
研
究
科
、
研
究
叢
書
一
一
、
二

O
O七
年
)
第
一
、
第
二
章
参

刀
口

no

(
5
)
五
胡
十
六
凶
・
北
朝
期
の
史
書
に
お
け
る
「
胡
」
、
「
鮮
卑
」
、
「
北

人
」
等
の
川
用
語
の
指
し
示
す
内
賓
は
多
様
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
長

い
期
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
用
語
の
指
し
示
す
内
賓
の
愛
容
を
考
慮
し

つ
つ
、
こ
れ
ま
で
大
ま
か
に
胡
族
の
語
を
も
っ
て
中
国
化
の
影
響
を

23 
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受
け
つ
つ
も
、
そ
の
種
族
性
を
本
質
部
分
で
い
ま
だ
喪
失
し
て
は
い

な
い
段
階
の
五
胡
諸
族
を
示
す
用
語
と
し
て
、
北
族
の
語
を
も
っ
て

中
園
化
の
影
響
が
種
族
性
の
本
質
部
分
に
ま
で
及
ぴ
つ
つ
あ
る
段
階

の
北
方
諸
族
を
示
す
用
語
と
し
て
用
い
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
か
つ
て
拙
稿
「
胡
族
園
家
」
(
「
貌
耳
目
南
北
朝
陪
唐
時
代
史
の
基

本
問
題
』
、
汲
占
書
院
、
一
九
九
七
年
)
に
お
い
て
取
り
あ
げ
た
。

(
6
)

佐
藤
賢
「
北
貌
前
期
の
「
内
朝
」
・
「
外
刺
」
と
胡
漢
問
題
」

(
『
集
刊
束
洋
学
』
八
八
波
、
二

O
O
二
年
所
牧
)
、
同
「
北
貌
内
某

官
制
度
の
考
察
」
(
『
東
洋
挙
報
』
八
六
一
、
二

0
0
四
年
所
牧
)

等
参
照
。

(
7
)

馬
長
毒
『
烏
桓
奥
鮮
卑
』

(
L
上
海
人
民
出
版
祉
、
一
九
六
二
年
)
、

内
問
吟
風
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
|
|
旬
奴
篇
』
(
同
朋
舎
、
一
九
七

五
年
)
、
同
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
|
|
鮮
卑
柔
然
突
厩
篇
』
(
同
朋
合
、

一
九
七
五
年
)
、
米
文
一
小
『
鮮
卑
史
研
究
』
(
中
州
古
籍
出
版
枇
、
一

九
九
四
年
)
、
貌
堅
主
編
『
内
蒙
古
地
匡
鮮
卑
墓
葬
的
愛
現
輿
研
究
』

(
科
向
学
出
版
壮
、
二

O
O
四
年
)
、
孫
危
『
鮮
卑
考
古
皐
文
化
研
究
』

(
科
皐
出
版
枇
、
二

O
O
七
年
)
、
拙
稿
「
三
園
期
段
階
に
お
け
る

烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て
|
|
交
流
と
愛
容
と
の
観
貼
か
ら
見
た

|
|
」
(
『
『
二
一
図
志
』
貌
書
東
夷
停
の
園
際
環
境
』
、
『
図
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
一
集
所
牧
)
、
二

O
O九
年
等
参
照
。

(
8
)

注

(
5
)
の
拙
稿
「
胡
族
園
家
」
、
お
よ
び
、
同
「
北
朝
園
家
論
」

(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
九
中
華
の
分
裂
と
再
生
一
一
一
一
一
一
一
一
世

紀
』
、
一
九
九
九
年
)
等
参
照
。

(
9
)
注
(
8
)
拙
稿
「
北
朝
園
家
論
」
参
照
。

(
日
)
同
〉

0
4
5
2
F
m己
保
司
自
問
。
}
戸
山
田
宮
ロ

m
L出
ω
ざ
与
え

(UEロ
2
0

ω
口
口
見
守

F
5
0
(
m
w
(
)叶
l
H
H
N

日)十
z
o
d弓
J

へ口門
]p
目。品。

(
日
)
上
田
正
昭
「
辛
亥
銘
銭
剣
の
意
義
」
(
『
論
究
・
古
代
史
と
束
ア
ジ

ア
』
、
岩
波
書
席
、
一
九
九
八
年
)
、
二
九
頁
。
原
載
『
古
代
の
日
本

と
東
ア
ジ
ア
」
(
小
皐
館
、
一
九
九
一
年
)

C

(
ロ
)
上
田
正
昭
氏
は
二

O
O九
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
史
皐
舎

で
本
論
で
述
べ
た
内
容
を
指
摘
さ
れ
た
。
た
だ
、
雨
者
と
も
内
廷
に

属
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
「
南
斉
童
日
』
巻
五
七
貌
虜
停
に
、
「
圏
中
呼
内
左
右
震
直
員
、
外

左
右
骨
刷
局
理
員
、
苗
口
局
文
書
吏
矯
比
徳
員
、
権
衣
人
第
撲
大
員
、
帯

役
人
魚
胡
洛
員
、
通
事
人
篇
乞
寓
員
、
ハ
寸
門
人
矯
可
薄
巽
・
:
:
」
と

見
え
る
。

(
日
)
筆
者
は
か
つ
て
「
比
徳
員
」
を

r
E
m
m
H
と
表
記
し
た
(
拙
稿

「
四
、
五
世
紀
の
中
園
と
朝
鮮
・
日
本
」
(
『
新
版
古
代
の
日
本
』
二

巻
、
ア
ジ
ア
か
ら
み
た
古
代
日
本
、
角
川
書
底
、
一
九
九
二
年
、
一

七
八
頁
、
前
掲
拙
著
『
貌
菅
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
第
五
編
第

二
章
五
六
七
頁
)
o

こ
れ
は
白
鳥
庫
吉
、
箭
内
亙
氏
な
ど
の
説
に
従

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
(
白
鳥
「
束
胡
民
族
考
」
、
『
白
鳥
庫
吉
全
集
』

四
、
岩
波
書
出
、
会
九
七

O
年
所
収
)
、
箭
内
「
一
一
ん
刺
怯
醇
考
」
、
同

著
「
蒙
古
史
研
究
』
刀
江
主
目
院
、
一
九
一
二

O
年

所

牧
)

0

ピ
テ
ィ
グ
チ
は
も
と
も
と
「
文
書
」
を
意
味
す
る

r
E間
¥
玄
己
問

、
「
書
く
」
を
意
味
す
る

E
t
l
¥
E
2ー
か
ら
汲
生
し
た
語
で
、
ト

ル
コ
語
は
ず
H
C
m
¥
ず
HCm
門
戸
、
モ
ン
ゴ
ル
一
語
は

t
H
2四

¥
E
2
m
O
2

と
な
る
。
『
南
奔
童
H

』
に
見
え
る
「
比
徳
巽
」
は
、
「
徳
」
の
上
古

音
・
中
古
音
は

sr
で
あ
る
の
で
、
漢
字
音
を
見
る
限
り
、
モ
ン
ゴ

ル
語
の
ピ
チ
ェ

1
チ
で
は
な
く
、
ト
ル
コ
語
の
ピ
テ
ィ
グ
チ
を
音
寓
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し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

上
記
の
モ
ン
ゴ
ル
語
の
ピ
チ
工

l
チ
、
ト
ル
コ
訴
の
ピ
テ
イ
グ
チ
、

『
南
斉
童
日
』
に
見
え
る
「
比
徳
旨
(
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
モ
ン
ゴ

ル
史
・
元
代
史
の
専
家
で
あ
る
四
日
市
康
博
、
松
田
善
之
岡
氏
よ
り

ご
数
示
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
踏
ま

え
、
本
稿
で
は
以
下
「
比
徳
巽
」
を
ビ
テ
イ
ク
チ
と
表
記
す
る
。

な
お
、
比
徳
巽
は
満
洲
語
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
黙
に

つ
い
て
は
取
り
あ
げ
な
い
。

(
日
)
コ
ル
チ
は
遠
く
西
ア
ジ
ア
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
o

初
出
正

「
コ
ル
チ
老
「
|
一
六
世
紀
イ
ラ
ン
の
近
衛
兵
制
度
」
(
『
史
林
』
六

七
三
、
一
九
八
四
年
所
牧
)
参
照
。

(
凶
)
拙
稿
「
四
、
五
世
紀
の
中
園
と
朝
鮮
・
日
本
」
(
前
掲
拙
著
『
貌

耳
目
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
第
五
編
第
二
章
所
枚
。

(η)
前
掲
拙
著
「
貌
凶
日
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
」
、
拙
著
『
中
華
の

崩
壊
と
接
大
|
|
貌
耳
目
南
北
朝
』
(
『
中
園
の
歴
史
』
五
虫
色
、
講
談
枇
、

二
O
O
五
年
)
等
参
照
。

(
国
)
杉
山
清
彦
「
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
ヒ
ヤ
制
|
|
清
初
仔
衛
考
序
説
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
六
二
一
、
二

O
O
一
一
一
年
)
参
照
。
同
論
に
よ

れ
ば
ヒ
ヤ
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の

E
可
1
9

と
同
義
で
、
入
開
後
、
侍
街
と

翻
課
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
親
衛
隊
に
は
ヒ
ヤ
の
ほ
か
に
バ
ヤ
ラ

が
あ
り
、
パ
ヤ
ラ
は
甲
士
か
ら
選
抜
さ
れ
る
精
兵
を
い
い
、
後
に
護

軍
と
課
さ
れ
た
と
い
う
。
ヒ
ヤ
は
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
る
グ
チ
ユ

(
朋
友
、
従
者
)
と
し
て
側
近
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の

職
務
は
、
近
侍
、
宮
殿
警
備
、
ハ
ン
の
使
者
、
出
軍
、
園
務
参
輿
な

ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の
来
源
は
家
僕

(
F
C
C
H
)
、
婦
順

首
長
の
子
弟
、
部
下
か
ら
の
選
抜
さ
れ
た
勇
士
、
一
族
の
重
臣
の
子

弟
で
あ
り
(
主
樫
は
後
三
者
)
、
人
質
と
し
て
の
要
素
を
も
っ
て
い

た
と
い
う
。

(
日
)
拙
著
『
中
園
史
の
な
か
の
諸
民
族
』
(
山
川
書
庖
、
二

O
O
四

年
)
三
五
頁
等
。

(
鈎
)
「
元
史
』
巻
九
九
兵
志
、
宿
衛
に
は
、
ケ
シ
ク
の
番
直
に
つ
い
て

惇
え
、
「
四
怯
醇
、
太
租
功
臣
、
博
か
忽
、
博
か
末
、
木
華
察
、
赤

老
温
。
時
競
援
里
班
曲
律
。
猶
二
百
四
傑
也
。
太
祖
ム
叩
其
世
領
怯
醇
之

長
。
怯
醇
者
、
猶
言
番
直
宿
衛
也
。
凡
宿
衛
毎
三
日
而
一
更
。
申
、

酉
、
戊
日
、
博
か
忽
領
之
、
局
第
一
怯
醇
。
剖
也
可
怯
醇
。
博
ん
小
忽

早
紹
。
太
組
命
以
別
連
部
代
之
、
而
非
四
傑
功
臣
之
類
、
故
太
組
以

白
名
領
之
。
其
云
也
同
者
、
言
天
子
自
領
之
故
也
。
亥
、
子
、
丑
日
、

博
か
北
領
之
、
潟
第
二
怯
辞
。
寅
、
卯
、
辰
口
、
木
華
察
領
之
、
佐
川

第
三
怯
蒔
。
巳
、
午
、
未
目
、
赤
老
温
領
之
、
震
第
四
怯
葎
。
赤
老

温
後
絶
、
其
後
怯
醇
常
以
右
丞
相
領
之
o
」
と
あ
る
。
ピ
テ
ィ
グ
チ
、

コ
ル
チ
な
ど
の
存
在
、
お
よ
び
侍
直
制
の
存
在
な
ど
か
ら
推
し
て
、

拓
政
鮮
中
の
場
合
に
も
何
ら
か
の
こ
う
し
た
番
直
制
度
が
存
在
し
た

と
し
て
お
そ
ら
く
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
四
ケ
シ
ク
健

制
は
元
末
ま
で
保
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
片
山
共
夫

「
元
朝
四
怯
酵
の
論
番
制
度
」
(
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
』
六
抜
、

一
九
七
七
年
)
参
照
。

(
幻
)
注
(
日
)
参
照
。

(
幻
)
白
鳥
庫
吉
氏
は
前
掲
注
(
比
)
の
論
考
(
「
白
鳥
庫
吉
全
集
」
第

四
巻
一
七
五
百
八
)
で
「
托
践
語
に
て
は
帯
杖
人
を
胡
洛
員
と
い
う
。

『
黒
縫
事
略
』
を
案
ず
る
に
「
環
衛
則
日
火
魯
赤
」
と
あ
り
、
又
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『
成
吉
思
汗
賓
録
』
巻
七
、
二
七
四
頁
に
「
箭
筒
士
(
蒙
語
部
児

チ

ホ

ル

チ

赤
明
謬
帯
弓
箭
的
、
元
史
兵
志
火
児
赤
、
塔
察
児
の
惇
「
火
兄

赤
者
、
侃
嚢
鞭
侍
左
右
者
也
」
)
と
あ
れ
ば
、
托
政
語
の
胡
洛
邑
(
は

蒙
言
語
の
都
児
亦
、
火
児
赤
、
火
魯
赤
と
同
語
な
る
こ
と
明
ら
か
な

り
o
」
と
逮
べ
て
い
る
。

(
お
)
モ
ン
ゴ
ル
が
最
初
期
に
お
い
て
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
想

定
す
れ
ば
、
必
閤
赤
は
も
と
も
と
は
ケ
シ
ク
で
は
な
か
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
黙
は
北
貌
前
期
に
お
け
る
文
官
近
侍
官
と
し
て
の

高
允
な
ど
の
場
合
を
も
勘
案
す
る
と
き
(
後
論
参
照
)
、
北
貌
の
内

朝
の
問
題
を
考
え
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

(
江
)
嘗
時
の
北
貌
で
は
、
王
は
一
口
m
官
に
、
公
は
二
品
官
に
比
さ
れ
て

お
り
(
侯
、
伯
、
子
、
男
も
同
様
)
、
各
々
の
爵
位
を
縫
ぐ
と
、
そ

れ
に
釣
摩
し
た
官
口
聞
の
宵
に
就
官
し
た
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
拙
稿

「
北
貌
の
封
爵
制
」
(
『
東
方
皐
」
五
七
輯
、
一
九
七
九
年
、
拙
著

『
貌
音
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
第

二
編
第
三
章
所
牧
)
で
論
じ
た
。

(
お
)
注
(
1
)
拙
稿
「
北
貌
の
内
朝
」
参
照
。

(
お
)
次
の
二
例
で
あ
る
。
①
『
貌
書
』
省
三
五
崖
浩
惇
「
泰
常
元
年
、

司
馬
徳
宗
将
軍
劉
裕
伐
挑
弘
、
舟
師
向
准
澗
入
清
、
欲
Ah河
西
上
、

仮
這
於
図
。
詔
群
臣
議
之
。
外
朝
公
卿
成
日
、
「
:
:
:
」
又
議
之
内

朝
、
成
同
外
計
。
太
宗
将
従
之
o
」
②
同
書
巻
一

O
八
の
一
「
天
賜

二
年
夏
四
月
、
復
記
天
子
西
郊
。
:
:
:
帝
立
青
門
内
近
南
壇
西
、
内

朝
臣
皆
位
於
帝
北
、
外
朝
臣
及
大
人
成
位
於
青
門
之
外
o
」

外
朝
の
例
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
『
貌
童
日
』
春
一
一
一
二
官
氏

志
に
、
ゑ
岡
元
年
(
三
八
六
)
の
こ
と
と
し
て
、
「
是
年
、
置
都
統

長
。
又
置
瞳
牧
村
及
外
朝
大
人
官
。
其
都
統
長
、
領
殿
内
之
兵
、
直
王

宮
。
臆
終
員
六
人
、
主
三
郎
衛
士
直
宿
禁
中
者
。
白
侍
中
己
下
、
中

散
己
上
、
皆
統
之
。
外
朝
大
人
、
無
常
員
。
主
受
詔
命
、
外
使
、
出

入
禁
中
。
」
と
あ
る
。

因
み
に
、
中
川
幸
童
日
局
標
黙
本
は
、
こ
の
箇
所
を
「
白
侍
中
己
下
、

中
散
己
上
、
皆
統
之
外
刺
大
人
、
無
常
白
目
。
」
と
標
黙
す
る
が
、
誤

り
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
こ
の
よ
う
な
内
朝
の
も
つ
重
層
構
造
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
武
官

系
統
の
内
侍
官
に
つ
い
て
そ
の
貼
を
追
求
し
た
こ
と
が
あ
る
(
拙
稿

「
北
貌
文
成
帝
南
巡
碑
に
つ
い
て
」
(
『
九
州
大
肇
東
洋
史
論
集
』
二

八
競
、
二

0
0
0
年
所
牧
)
o

な
お
、
先
に
見
た
『
南
一
斉
一
書
』
巻
五

七
貌
虜
惇
に
「
岡
中
呼
内
左
右
潟
直
員
、
外
左
右
潟
烏
緩
員
」
と
見

え
る
左
右
宵
を
内
外
に
分
け
る
記
述
、
あ
る
い
は
注
(
お
)
に
掲
示

し
た
官
氏
志
の
記
事
「
其
都
統
長
、
領
殿
内
之
兵
、
直
王
宮
。
瞳
将

員
六
人
、
主
三
郎
衛
士
直
宿
禁
中
者
。
」
に
見
え
る
王
宵
、
殿
内
、

禁
中
な
ど
を
匝
別
す
る
記
遠
の
存
在
も
そ
う
し
た
事
柄
を
想
定
せ
し

め
る
。

(
お
)
注

(
6
)
の
佐
藤
氏
論
考
参
照
。

(
お
)
松
下
憲
一
「
北
貌
崖
浩
園
史
事
件
|
|
法
制
か
ら
の
再
検
討
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
六
九
二
、
二
O
-
O
年
)
参
照
。

(
鈎
)
注
(
げ
)
の
拙
著
参
照
。

(
訂
)
注

(
6
)
の
佐
藤
氏
論
考
「
北
貌
前
期
の
「
内
朝
」
・
「
外
朝
」

と
胡
漠
問
題
」
一
一
一
一
一
一
良
参
照
。

(
沼
)
「
貌
童
日
』
巻
四
上
、
世
相
紀
上
、
始
光
二
年
夏
四
月
の
僚
に

(
『
北
史
』
虫
色
二
略
同
)
、
「
詔
龍
藤
将
軍
歩
堆
、
謁
者
僕
射
胡
親
使

26 
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於
劉
義
隆
o
」
と
あ
り
、
同
乗
田
中
強
五
高
宗
紀
、
和
平
二
年
十
月
の
僚

に
(
『
北
史
」
虫
色
二
略
同
)
、
「
詔
仮
員
外
散
騎
常
侍
誹
明
根
、
員
外

郎
昌
邑
侯
和
天
徳
使
子
劉
駿
o
」
と
あ
り
、
同
四
年
十
月
の
僚
に

(
『
北
史
」
巻
二
略
同
)
、
「
賎
騎
将
軍
昌
邑
子
婁
内
近
、
寧
朔
将
軍

嚢
平
子
李
五
鱗
使
子
劉
駿
。
」
等
と
あ
る
。
右
に
見
え
る
、
歩
堆
、

和
天
徳
、
婁
内
近
は
胡
族
と
考
え
ら
れ
る
(
桃
夜
元
『
北
朝
胡
姓

考
』
、
中
華
童
日
局
、
一
九
五
八
年
、
修
訂
本
二

O
O七
年
参
照
)

O

な

お
、
北
貌
と
劉
宋
聞
に
お
け
る
使
節
の
往
来
に
つ
い
て
は
、
鄭
欽
仁

「
宋
貌
じ
父
酬
明
表
」
(
『
大
陸
雑
誌
』
二
二
巻
六
期
、
一
九
六
今
年
)
参

刃
同
日

0

(
お
)
南
巡
碑
に
つ
い
て
は
注
(
訂
)
拙
稿
「
北
貌
文
成
帝
南
巡
碑
に
つ

い
て
」
、
松
下
憲
一
「
北
貌
石
刻
史
料
に
見
え
る
内
朝
官
|
|
「
北

貌
文
成
帝
南
巡
碑
」
の
分
析
を
中
心
に
|
|
」
(
「
北
大
史
的
学
』
四
O
、

二
0
0
0年
、
同
氏
著
『
北
貌
胡
族
健
制
論
』
、
北
海
遁
大
島
ナ
大
島
ナ

院
文
事
研
究
科
、
研
究
叢
書
一
一
、
二

O
O七
年
、
第
三
章
所
牧
)

等
参
照
。

(
出
)
嘗
時
の
北
貌
宮
廷
に
は
、
鮮
卑
語
と
漢
語
の
併
存
使
用
と
い
う
ニ
一
日

語
の
二
重
性
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
注

(
1
)
掲
載
の
拙
稿
「
北
貌
の
内
刺
」
六
0
1
六
一
頁
参
照
。
前
掲

拙
著
『
貌
亙
口
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
二

O
四
!
二

O
五
頁
。

(
お
)
注

(
6
)
の
佐
藤
氏
論
考
「
北
貌
前
期
の
「
内
朝
」
・
「
外
朝
」

と
胡
渓
問
題
」
二
六
頁
参
照
。

(
お
)
鄭
欽
仁
『
北
貌
官
僚
機
構
研
究
』
、
牧
童
出
版
壮
、
蓋
湾
、
一
九

七
六
年
(
箔
禾
出
版
祉
、
豪
湾
、
一
九
九
五
年
再
刊
)
第
二
編
「
中

散
官
」
参
照
。

(
訂
)
注

(
6
)
の
佐
藤
氏
論
考
「
北
貌
前
期
の
「
内
朝
」

と
胡
漢
問
題
」
二
四
良
参
照
。

(
お
)
注

(
7
)
拙
稿
「
一
一
一
園
期
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て

|
|
交
流
と
愛
容
と
の
観
黙
か
ら
見
た
|
|
」
一
四
五
頁
以
下
参
照
。

(
ぬ
)
拙
稿
「
民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
み
た
貌
耳
目
南
北
朝
陪
唐
時
代
史

の
研
究
動
向
」
(
「
中
国
史
皐
』
一
一
強
、
二

O
O
一
年
所
取
)
等
参

昭…。

(ω)
因
み
に
、
筆
者
は
前
掲
注

(
1
)
の
奮
稿
愛
表
以
来
、
北
貌
前
期

凶
家
で
は
内
朝
が
外
朝
を
支
配
す
る
構
造
が
存
在
す
る
と
し
て
き
た

が
、
そ
の
場
合
、
尚
書
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
尚
書
左
右
僕
射
な
ど
尚
書
省
の
高
官
の

多
く
は
、
巌
耕
望
氏
の
研
究
な
ど
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
多
く
北
族

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
奮
稿
に
お
け
る
提
示
は
、

内
朝
・
外
朝
と
い
う
構
造
を
示
す
の
に
急
で
あ
っ
た
た
め
、
や
や
理

念
的
提
不
に
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
蛍
時
の
山
川
書
省
の

賓
態
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
自
明
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
自
明
の
こ
と
と
と
ら
え
て
い
た
理
由
の
一
は
、
本
稿
で

も
奮
稿
の
一
部
を
引
用
し
た
際
、
一
不
す
よ
う
に
(
本
稿
一
一
一
一

1
四

頁
)
、
道
武
帝
は
、
後
燕
と
の
抗
争
の
過
程
で
墓
省
を
建
て
、
百
ハ
呂

を
設
置
し
、
行
政
官
た
る
尚
書
郎
以
下
の
官
吏
に
悉
く
漢
民
放
を
中

心
と
し
た
文
書
行
政
能
力
を
も
っ
「
文
人
」
を
用
い
て
い
た
か
ら
で

あ
り
(
こ
の
こ
と
を
示
す
史
料
は
『
貌
書
』
太
組
紀
皇
始
元
年
の
候

に
見
え
る
「
初
建
塞
省
、
置
百
官
、
封
拝
公
侯
・
将
軍
・
刺
史
・
太

山
寸
、
向
書
郎
己
下
悉
用
文
人
」
)
、
北
族
は
内
刺
を
経
て
、
や
が
て
尚

書
省
を
も
含
め
た
内
外
の
要
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
外
朝
」
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ま
た
、
こ
れ
は
、
本
稿
第
一
節
で
引
用
し
た
「
『
一
一
ん
史
』
巻
九
九
、

兵
志
二
に
、
元
代
の
宿
衡
の
「
怯
酵
の
職
に
預
か
り
、
禁
近
に
居
る

者
は
、
冠
服
、
弓
矢
、
食
飲
、
文
史
、
車
馬
、
麗
帳
、
府
庫
、
間
胃
液
末
、

卜
覗
の
事
を
分
ち
て
悉
く
世
々
之
を
守
る
。
才
能
を
以
て
任
を
受
け
、

官
政
に
服
さ
し
め
、
貴
盛
の
極
と
難
も
、
然
も
一
円
婦
り
て
内
庭
に

至
ら
ば
、
則
ち
其
の
事
を
執
る
こ
と
故
の
如
く
、
子
孫
に
至
る
も
改

む
る
こ
と
無
し
」
と
見
え
る
こ
と
と
同
様
の
こ
と
が
北
貌
に
あ
っ
て

も
存
在
し
た
と
考
え
た
こ
と
に
も
よ
る
。

(
社
)
士
円
瀬
奈
津
子
「
中
園
の
「
内
廷
」
と
「
外
廷
」
|
|
日
本
占
代
史

に
お
け
る
「
内
廷
」
「
外
廷
」
概
念
再
検
討
の
た
め
に
」
(
『
東
洋
文

化
』
六
八
張
、
一
九
八
八
年
所
牧
)
参
照
。
な
お
、
東
野
治
之
「
内

廷
と
外
廷
|
|
宮
内
省
の
性
格
を
中
心
と
し
て
」
(
『
績
日
本
紀
研

究
』
一
一
一
一
一
抜
、
一
九
八

O
年
)
を
も
参
照
。

(
必
)
注

(
1
)
拙
稿
「
北
貌
の
内
朝
」
五
一
頁
以
下
に
お
い
て
、
「
内

朝
と
い
う
語
の
定
義
で
あ
る
が
、
内
朝
を
後
宮
諸
官
と
し
て
把
握
す

る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
そ
れ
を
蛍
時
の
用
法
に

従
っ
て
侍
官
の
線
稀
と
考
え
た
い
。
い
ま
筆
者
が
内
朝
を
居
、
く
侍
官

の
糠
稀
と
す
る
次
第
を
述
べ
て
み
よ
う

0

・
・
こ
の
内
朝
に
後
宮

の
官
と
し
て
の
宵
官
等
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
後
宮
諸

官
イ
コ
ー
ル
内
朝
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
内
朝
は
そ

れ
よ
り
も
も
っ
と
慶
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
o
」

と
述
べ
た
。

(
m
H
)

直
木
孝
次
郎
『
日
本
占
代
園
家
の
構
造
』
、
青
木
害
賠
、
一
九
五

八
年
、
一
一
一
一
一
頁
1

一
二
三
頁
。

(
叫
)
人
制
に
つ
い
て
は
、
な
お
台
村
武
『
彦
「
倭
図
と
大
和
王
権
」
(
『
岩

波
講
座
円
本
通
史
』
第
二
巻
、
古
代
1
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。

(
釘
)
石
田
英
一
郎
「
氏
族
制
時
代
論
」
(
『
石
H
英
一
郎
全
集
』
第
一
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
七
O
年
)
参
照
。

(
必
)
吉
田
孝
「
古
代
世
舎
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
」
」
(
『
H
本
の
枇
曾
史
」

六
巻
、
岩
波
書
庖
、
一
九
八
八
年
)
参
照
。

(
釘
)
注

(
2
)
拙
稿
「
北
貌
太
組
の
部
落
解
散
と
高
組
の
部
族
解
散

|
|
所
謂
部
族
解
散
の
回
一
解
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
、
拙
著
『
貌
菅
南

北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
一
六
O
、
1
六
一
頁
参
照
。

(
必
)
武
田
幸
男
「
六
世
紀
に
お
け
る
朝
鮮
三
岡
の
園
家
樫
制
」
(
『
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る

H
本
古
代
史
講
座
』
4
、
準
生
祉
、
一
九
八
O
年
所

牧
)
参
照
。

(ω)
注
(
は
)
拙
稿
「
四
、
五
世
紀
の
中
国
と
朝
鮮
・
日
本
」
一
七
四

頁
l
一
七
五
頁
。

(
叩

)

H
中
良
之
編
『
東
ア
ジ
ア
古
代
図
家
論
プ
ロ
セ
ス
・
モ
デ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
(
す
い
れ
ん
合
、
二

O
O
六
年
)
一

O
八
頁

参
照
。
な
お
、
首
該
引
用
は
主
旨
を
簡
潔
に
惇
え
る
た
め
、
表
記
を

若
干
饗
更
し
た
。

(
日
)
向
上
『
東
ア
ジ
ア
古
代
国
家
論
プ
ロ
セ
ス
・
モ
デ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
イ
テ
イ
」
(
す
い
れ
ん
舎
、
二

O
O
六
年
)
二
五

O
頁
、
二
五

五
頁
、
二
五
六
頁
。

(
臼
)
こ
の
黙
は
、
注

(
8
)
の
拙
稿
「
北
朝
岡
家
論
」
一
九
一
員
で
提

示
し
た
。

(
日
)
拙
稿
「
北
貌
の
内
朝
」
(
『
九
州
大
墜
東
洋
史
論
集
」
五
競
、
一
九

七
七
年
)
o

拙
著
『
貌
音
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
(
汲
占
書
院
、

一
九
九
八
年
)
第
二
編
第
一
章
所
収
。
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(
日
)
こ
の
公
主
降
嫁
の
近
年
の
成
果
と
し
て
は
、
藤
野
月
子
「
漢
唐
問

に
お
け
る
和
蕃
公
主
の
降
嫁
に
つ
い
て
」
(
「
史
学
雑
誌
』
ム
一
七

七
、
二

O
O
八
年
)
が
あ
る
。

(
日
)
『
貌
室
田
』
巻
三
太
宗
紀
に
、
「
初
、
帝
母
劉
貴
人
賜
死
。
太
組
告

帝
H
、
昔
漢
武
帝
将
立
其
子
而
殺
其
母
、
不
令
婦
人
後
輿
図
政
、
使

外
家
潟
乱
。
汝
骨
回
織
統
、
故
吾
遠
同
漢
武
、
骨
局
長
久
之
計
。
帝
素
純

孝
、
哀
泣
不
能
白
勝
、
太
組
怒
之
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
二
十
二
史

劉
記
』
巻
一
回
、
保
太
公
后
の
候
を
も
参
照
。

(
日
)
凶
嶋
定
生
「
武
帝
の
死
|
|
堕
銭
論
の
政
治
的
背
景
」
(
『
中
国
古

代
園
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
、
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
八
三
年
所

牧
)
、
冨
田
健
之
「
内
朝
と
外
朝
|
|
漢
代
政
治
構
造
の
基
礎
的
考

察
|
|
」
(
『
新
潟
大
亭
教
育
皐
部
紀
要
人
文
・
枇
曾
科
事
編
』
一
一

七
二
、
一
九
八
六
年
所
枚
)
、
同
「
前
漠
武
帝
期
以
降
に
お
け
る

政
治
構
造
の
ム
考
察
|
|
所
謂
内
朝
の
碑
解
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

(
『
九
州
大
事
東
洋
史
論
集
』
九
競
、
一
九
八
一
年
所
収
)
、
好
並
降

司
『
前
漢
政
治
史
研
究
』
(
研
文
出
版
壮
、
二

O
O
四
年
所
牧
)
、
米

間
健
志
「
前
漠
後
期
に
お
け
る
中
刺
と
向
書
|
|
皇
帝
の
日
常
政
務

と
の
関
連
か
ら
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
六
四
二
、
二

0
0
王
年

所
牧
)
等
参
照
。

(
幻
)
同
氏
「
漢
初
の
郎
官
」
(
『
史
泉
』
九
四
競
、
二

0
0
一
年
、
二
六

頁
l
二
七
頁
)

0

な
お
、
郎
官
に
つ
い
て
は
後
掲
の
増
淵
龍
夫
氏
の

論
考
の
他
に
、
巌
耕
望
「
秦
漠
郎
吏
制
度
考
」
(
『
中
央
町
耳
元
院
歴
史

話
言
研
究
所
集
刊
』
一
一
一
一
一
の
上
、
一
九
五
一
年
)
参
照
。

(
四
川
)
増
淵
龍
夫
『
新
版
中
園
古
代
の
枇
舎
と
図
家
』
岩
波
書
庖
、
一

九
九
六
年
、
二
六

O
頁
l
二
六
一
百
九
。
箭
内
亙
氏
は
注

(
U
)
の
論

考
「
一
九
朝
怯
辞
考
」
に
お
い
て
、
ケ
、
シ
ン
ク
の
音

京
恵
山
を
被
れ
る
も
の
」
「
天
子
の
寵
爪
震
笈
を
受
け
た
る
も
の
」
の
義
で
あ

る
と
迷
べ
て
い
る
(
二
一
二
一
三
一
二
三
一
芸t
頁貝
)YO
人
一
質
民
で
あ
り
、
同
時
に
恩
寵
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
黙
は
、
注
(
時
)
の
杉
山
清
彦
氏
の
論
考
に
見

え
る
ヒ
ヤ
と
同
様
で
あ
る
。

(
印
)
増
淵
氏
は
前
掲
書
二
三

0
1
一
二
一
二
頁
に
お
い
て
、
「
総
じ
て
宮

中
の
宿
衡
を
用
務
と
す
る
こ
れ
ら
諸
郎
は
西
漢
に
お
い
て
は
同
時
に

諸
他
の
九
卿
の
諮
署
に
給
事
す
る
こ
と
が
極
め
て
一
般
的
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
張
安
世
は
「
父
の
任
を
以
て
郎
と
翁
り
、

書
を
普
く
す
る
を
用
っ
て
尚
書
に
給
事
し
」
(
『
漢
書
」
張
湯
惇
)
、

ま
た
、
後
漢
の
賞
初
に
お
い
て
も
病
勤
は
「
除
せ
ら
れ
て
郎
中
と
局

り
、
向
書
に
給
事
す
」
(
『
後
漢
書
』
梼
勤
惇
)
と
あ
る
の
は
、
そ
の

府
間
著
な
例
で
あ
る
。
・
:
:
・
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ

ち
前
漢
に
お
い
て
は
、
天
子
の
宿
衡
を
要
務
と
す
る
光
称
動
所
轄
の

三
署
の
郎
が
同
時
に
ま
た
小
府
所
属
の
尚
書
署
に
給
事
し
、
事
(
貫
関

係
と
し
て
向
書
の
仕
事
も
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
未
分
化
の
郎
の
職
能
が
、
東
漢
に
入
る
と
、
次
第
に
制
度
化

さ
れ
て
き
て
、
向
童
日
に
給
事
す
る
光
旅
郎
は
、
光
旅
勃
の
所
轄
か
ら

は
な
れ
て
、
小
府
所
轄
の
向
童
日
郎
と
い
う
{
疋
ま
っ
た
ハ
呂
職
と
し
て
定

職
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
黄
門
郎
に
つ

い
て
も
い
え
る
o
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
北
貌
前
期
に
お
け
る
内

朝
は
孝
文
帝
の
改
革
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
お
け

る
内
朝
の
展
開
過
程
は
、
前
漢
に
お
け
る
郎
官
の
給
事
の
動
き
と
酷

似
す
る
。
す
な
わ
ち
内
朝
諸
官
、
と
り
わ
け
中
散
、
給
事
、
給
事
中

等
の
諸
苗
日
へ
の
給
事
の
展
開
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
も
雨
者
の
同
軌
性
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を
示
し
て
い
る
(
前
掲
注

(
1
)
拙
稿
「
北
貌
の
内
朝
」
参
照
)
。

(ω)
筆
者
は
所
謂
征
服
王
朝
と
し
て
の
遼
金
と
北
貌
と
の
関
連
に
つ
い

て
、
正
統
性
の
主
張
如
何
と
の
観
貼
か
ら
そ
の
類
似
性
を
指
摘
し
た

こ
と
が
あ
る
(
拙
稿
「
遼
金
に
お
け
る
正
統
観
を
め
ぐ
っ
て
|
|
北

貌
の
場
合
と
の
比
較
|
|
」
、
『
史
淵
』
一
四
七
輯
、
二

O
一
O
年)。
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A RE-EXAMINATION OF THE INNER COURT OF THE 

NORTHERN WEI DYNASTY, AS SEEN FROM THE 

POINT OF VIEW OF COMPARATIVE HISTORY 

KAWAMOTO Yoshiaki 

The author has previously published concerning the inner court pg Ejl}j of the 

Northern Wei dynasty. In this article, I first point out the developments in re

search that have occurred since the publication of my work and problems within 

the research field. 

Additionally, at the foundation of my previous argument on the dismantling of 

the tribe-centered state and the inner court was a consciousness of theoretical 

issues on the nature of the state leading to an investigation of the how the charac

ter of the Northern Wei state should be understood. When we examine the politi

cal system of Northern Wei around the time of the reforms of Emperor Xiaowen, 

we can see the differences between, on the one-hand, the non-Han state of the 

early stage of the Northern Wei dynasty, and the state of the later stage that had 

completed its adoption of Chinese dynastic system on the other hand. My concern 

with this issue has been on the question of how the Northern Wei of the early 

stage and that of the later can be reconciled when considered from the standpoint 

of theories of the state. Seen in terms of theories of sinification or assimilation, it 

may be possible to understand that it was only with the reforms of Xiaowen that 

the early Northern Wei state was first transformed into a normal state based on 

the orthodox dynastic model of the Central Plain. However, when seen in this 

light, one is led to the view that the early stage of Northern Wei was a state "in 

process," progressing toward the later stage which results in the loss of its sub

jectivity, or the interpretation arises that as a result of the sinification that grew 

out the reforms of Emperor Xiaowen, the state lost or was in the process of los

ing its agency. However, while acknowliding this direction, I have pointed out that 

it is necessary to also focus on the reality of a direction that differs from that of 

sinification. Seen from the viewpoint that the early Northern Wei state was one 

formed as a consequence of the development of the Tuoba-Xianbei in northern 

Asia, it becomes clear that it was not a state "in process," but should be grasped 

as a tribal state based on the system of eight tribes. 

In this article I make clear how the Northern Wei can be positioned in the con-
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text of Northern and Eastern Asia history without severing the early Northern 

Wei state from the later one by employing the viewpoint that compares it with 

foreign dynasties that ruled China such as the Yuan, the kingdom of Wain ancient 

Japan, and the Former Han, the Han dynasty that preceded the Northern Wei. 

THE TWENTY-FOUR ARMY SYSTEM AND THE FUBING SYSTEM 

OF THE WESTERN WEI AND NORTHERN ZHOU 

HIRATA Yoichiro 

The fubing system that was a driving force in the creation of Sui and Tang 

dynasties is generally thought to have begun with the twenty-four army system of 

the Western Wei, and its military power too have been composed of local militias 

of Han people in Western Wei and Northern Zhou during which the influx of war

riors of the northern Xianbei peoples were not numerous. Nonetheless, the term 

fubing zhi, the fubing system, is not found in contemporary sources, and was in

vented in a later period. Tracing the fubing system back to the Western Wei is 

also nothing more than a distortion created by later hands. 

The local military organizations that comprised the military force of the twenty

four army system were both chronologically, geographically, and ethnically ex

tremely diverse, and the local Han militias of Guanlong ~m 'U were no more than 

one part of it. In the Western Wei and Northern Zhou levies of military service 

were generally imposed on households, but they resorted to having the local gen

try organize military bands and thereby continued the selection and implementation 

of a method of operating as a pseudo-tribal militia. In addition the existence of a 

unique system of groups of close advisers, called qinxhin *! {§ and kuzhen $: i!'t , 
whose lineages could be traced to the inner officers of Northern Wei court, made 

it possible to control the vast military organization that was the twenty-four army 

system. 

Judging from these special characteristics, the twenty-four-army system can be 

understood as a pseudo-tribal militia system that was supported by the traditions 

of the Xianbei. In this regard, it should be positioned in the historical context as a 

military system located precisely within the lineage of the nomadic military sys

tems such as the twenty-four chiefs of the Xiongnu and of the Mongol thousand-
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